
医療・介護・福祉労働者のための月刊誌

2020年2月10日（毎月1回10日）発行 第631号  ISSN 0287-4369 iryorodo

日本医療労働組合連合会

2019年 介護施設夜勤実態調査結果

February 2020 No.631

特集

2

過労死等が多い介護労働者をどう守るか
（公財）大原記念労働科学研究所　慢性疲労研究センター　佐々木 司

グループホーム夜勤業務の現状
介護職労災裁判元原告　小林 アユミ

特別寄稿

医
療
労
働  N

o
.6

3
1

2
0
2
0
年
2
月
号



医療労働
No.631
2020
February 2

２０１９年介護施設夜勤実態調査結果 ～報告集～

１０ ２０１９年介護施設夜勤実態調査結果

９ 介護施設夜勤実態調査の意義と活用に
ついて

2 ２０１９年介護施設夜勤実態調査の結果報告にあたって

世論を動かす大きな運動を広げよう
米沢 哲（日本医労連書記次長）

3 特別寄稿 ２０１９年介護施設夜勤実態調査結果をふまえて

過労死等が多い介護労働者をどう守るか
佐々木 司（公益財団法人 大原記念労働科学研究所 慢性疲労研究センター）

グループホーム夜勤業務の現状
小林 アユミ（介護職労災裁判元原告）

調査結果の概要…………………………………………………………１０
１ 調査件数…………………………………………………………………１１
２ 性格別集計数……………………………………………………………１１
３ 加盟組織別集計数………………………………………………………１２
４ 勤務者総数………………………………………………………………１２
５ 各業態の職員体制および就業形態……………………………………１３
６ 派遣労働者の有無………………………………………………………１４
７ 定員規模別の分布………………………………………………………１５
８ 対利用者職員比率………………………………………………………１５
９ 業態別平均利用者数の総数および認知症・要医療行為利用者数…１６
１０ 平均介護度別の職場の分布……………………………………………１６
１１ シフト数…………………………………………………………………１７
１２ 夜勤形態…………………………………………………………………１８
１３ 職場単位の夜勤配置……………………………………………………１９
１４ 平均利用者数別の夜勤配置……………………………………………２０
１５ 夜勤に入った非正規職員人数…………………………………………２３
１６ 夜勤日数…………………………………………………………………２４
１７ 夜勤協定の有無、協定日数……………………………………………２６
１８ 夜勤体制に関する加算の取得…………………………………………２７
１９ １２時間以上の勤務間隔の有無…………………………………………２８
２０ 夜勤手当…………………………………………………………………２９
２１ 夜間救急対応の有無……………………………………………………３１
２２ 夜勤明け翌日が勤務だった有無………………………………………３２
２３ 休憩時間と仮眠時間……………………………………………………３３
２４ 仮眠室の有無……………………………………………………………３３
２５ その他施設の集計………………………………………………………３４

各業態の機能、特徴……………………………………………………３５
２０１９年夜勤実態調査表…………………………………………………３６
各業態の夜勤の職員配置要件・夜勤加算と要件……………………３７

表紙写真：甲府共立病院／撮影：田沼洋一



●日本医労連は２０１９年介護施設夜勤実態調査を実施
し、１４３施設、１９１職場、４，１９４人分の実態を集約し
ました。本誌にて、調査結果を報告するとともに、
多忙を極める中、調査にご協力いただいた皆様に心
から感謝を申し上げます。

●介護保険制度がスタートして２０年が経過しようと
していますが、介護従事者の低賃金、重労働の実態
は一向に改善の兆しを見せていません。特に労働環
境の問題は、賃金問題に比べて著しく対策が遅れて
います。なかでも介護施設の夜勤は、少ない体制で
多数の利用者の安全を長時間にわたって守らなけれ
ばならない過酷な実態となっており、対策が急務と
なっています。全労連が２０１９年発表した「介護労働
実態調査」では、夜勤に従事する職員の８割が夜勤
を負担に感じると回答しています。

●介護施設の夜勤には、「長時間夜勤」や「多すぎる
夜勤回数（日数）」など多岐にわたる問題がありま
すが、なかでも体制の問題は深刻です。巻末にも示
しましたが、介護事業所の夜勤の配置要件で利用者
の人数に応じたものとなっているのは特養と短期入
所だけで、グループホームや小規模多機能型居宅介
護施設等の要件は「１人以上」となっています。対
人サービスでありながら、利用者数を度外視してい
ることもさることながら、休憩が取れない体制が制
度上の要件として認められていることは問題です。

●この点について、厚生労働省は２００３年３月に発出
した通知（※）を根拠に「問題ない」という姿勢をと
っています。通知は夜勤者が「休憩時間を事業所内
で過ごすこと」という条件を満たせば、夜間及び深
夜の時間帯を通じて１人以上の介護従業者に勤務を
行わせているものと取り扱って差し支えないとして
います。しかし、「勤務を行わせているもの」と取り

扱えることと、「休憩時間が取れない」ことは別問題
です。日本医労連は夜勤実態調査の結果に基づい
て、１１月・３月の中央行動で厚生労働省に対して改
善を求めてきましたが、「加算で対応している」の
一点張りで、改善に取り組む姿勢は見られません。
かつて、大手牛丼チェーン店でいわゆる「ワンオペ

（１人夜勤）」が問題となり、弁護士などで構成する
第三者委員会が廃止を提言しました（２０１４年７月）。
外食チェーンですら「廃止すべき」とされる１人夜
勤は一刻も早く見直されなければなりません。

●介護現場の安全・安心は、介護従事者の犠牲の上
になんとか成り立っている状態です。しかし、圧倒
的多数の国民が、この不条理な介護現場の働き方を
認識するに至っていません。介護施設夜勤実態調査
は、介護施設の夜勤実態を「見える化」することに
よって、介護現場で当たり前のように行われている
「非常識」な働き方を世間に周知していくためのツ
ールとなります。夜勤改善・大幅増員署名ととも
に、調査結果を活用して夜勤改善の運動を世論に広
げることができれば、厚生労働省の姿勢を変えさせ
る大きな力となります。

●日本医労連では、毎年５月と１１月を「介護を良く
するアクション月間」と位置づけ、全国各地で宣伝
行動や集会を開催し、介護制度と労働環境の改善を
訴えようと呼びかけています。介護従事者自身が、
「こんな体制では安全・安心は守れない」と声を上
げることが、世論を動かす大きな力となります。
「やりがいのある介護」「はたらきがいのある介
護」を実現するために、世論を動かす大きな運動を
私たち自身で広げていきましょう。

※平成１５年３月３１日「老計発第０３３１００２号痴呆性高齢者グル
ープホームにおける夜間及び深夜の勤務の取扱いについて
（疑義回答）」

よねざわ あきら

米沢 哲
日本医労連書記次長
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医療・福祉業務の過労死等

過労死・過労自死のメカニズム再び

過労死のメカニズムを知る

過労死研究者の間では、「過労死５業種」という
言葉が知られている。これは「過労死等防止のため
の対策に関する大綱」１）で、過労死等の多発が指摘
されている自動車運転、教職、ＩＴ産業、外食産業、
医療・福祉等の５つの業種・職種を指し、不名誉な
ことに医療・福祉業がこの中に含まれている。厚生
労働省研究班が平成２２年～２６年度の５年間の過労死
における労災調査復命書２）を分析した報告書３）で
は、医療・福祉業の労災支給事案の脳・心臓疾患は
５２件、精神障害が２３３件と、圧倒的に精神障害が多
いことが明らかになっている。また発症の６７%が女
性であるということから、男性が多い医師の過労死
等が、多いわけではないということがわかる。過労
死等で女性が多い業種というのは、看護師、介護士
である。『医療労働』の読者は、過労死等の裁判事
例では３人の看護師が有名であるから、看護師の過
労死等が多いと想像するだろう。しかし実態は、介
護士が２８.１％と最も多かったのだ（看護師は１８.６％）。
過労死等は脳・心臓疾患と精神障害が含まれるが、
介護士の脳・心臓疾患は１９.２％で医師（３２.７％）に
次いで２番目に多く、なんと精神障害は３０.０％と５
業種の中で最も多かったのである（２番目は看護師

で２２.３％）。この報告書には、症例として、１カ月９４
時間の時間外労働を行って脳梗塞を発症した４０歳代
の女性介護労働者の過労死事例が紹介されている。

したがって介護労働は、まずもって過労死が多い
職種であることを介護労働者自らが認識すべきであ
る。報告書では、介護労働者の精神障害が多い理由
は示されていないが、介護労働者の労働特性を考え
ると、高齢者や障がい者など、さまざまな人格の利
用者を対象とする対人労働であることや、２０１９年介
護施設夜勤実態調査結果で明らかにされているよう
に、１６時間以上の２交替勤務が６１.８％にのぼり、交
替シフト数が５.６通りもあり、１人夜勤が多く、夜
勤回数も多く、夜勤明けが勤務であった割合が４０.
９％も占め、３６.７％の施設で仮眠室が無く、夜勤時
の救急対応が３０.９％もあり、夜勤時の休憩時間（仮
眠時間ではない！）が取れない時は４５分といった悲
惨な労働条件が揃っているのだから、精神障害を発
症しない方がおかしいとの想像がつく。

本調査結果が示すこの悲惨な労働実態に対して、
筆者は、正直言って、介護労働者が過労死（脳・心
臓疾患）や過労自死（精神障害）に陥らないために、
介護労働の制度のどこに手を付けていいのかわから
ずにいる（全てが最悪だからである）。しかし、せめ
て、過労死等に陥らないために自己防衛の手段を覚
えておいてもらうことはできる。過労死と過労自死
のメカニズムにはある程度、共通性があることがわ
かっているからである。それは、とにかく睡眠時間
が短くなること、とりわけ睡眠におけるレム睡眠が
取れないことが決め手となるからである。

そのメカニズム４）を解説してみよう。まずは過

―２０１９年介護施設夜勤実態調査結果をふまえて―

過労死等が多い介護労働者を
どう守るか

ささき つかさ

佐々木 司
（公財）大原記念労働科学研究所
慢性疲労研究センター
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労死である。睡眠には、構造上２つの質がある。１
つは、疲労を回復させる徐波睡眠、もう１つはスト
レスを解消させるレム睡眠である。その出現様式を
図表１に示す。図を見ると、徐波睡眠は睡眠の前半
に多く出て、レム睡眠は睡眠の後半に向かって多く
出ていることがわかるだろう。労働者である私たち
は、１日２４時間を共通に持っている。その２４時間は
基本的には、１６時間の覚醒時間と８時間の睡眠で構
成されている。２０１９年介護施設夜勤実態調査結果が
示すように、介護士の勤務は１６時間以上の夜勤が多
く、通勤時間が往復２時間とした場合、食事や身支
度の時間を少なく見積もって２時間と考えると１日
２０時間以上、起き続けていることになる。結果、２４
時間から２０時間を引くと、睡眠時間に割ける時間は
たったの４時間になる。図表１を見ると明らかなよ
うに、睡眠前半に生じる徐波睡眠は確保できるが、
睡眠後半のレム睡眠が奪われてしまう。とくに夜勤
明けの昼間は、日勤志向型の動物である人間にとっ

て、体温が上昇するため睡眠には適さない。一般に、
昼間の睡眠は、夜間の睡眠より２時間短くなること
が知られている５）から、その点でも、睡眠の後半
に出現するレム睡眠が少なくなってしまう。
図表２に示したように、レム睡眠時には自律神経

系のうち、体を活発にさせる交感神経が優位に働
き、血圧、心拍数、呼吸数、体動などが多くなる。
一方、徐波睡眠時にはこれらは少なくなる性質があ
る６）。言ってみれば、徐波睡眠は、寝せる睡眠であ
り、レム睡眠は起こす睡眠なのだ。
図表３に示したのが筆者らの実験室実験の結果で

ある７）。８時間睡眠をとっている学生に、１２日にわ
たって５時間睡眠をさせている。その時の、レム睡
眠時の心拍数を線で記している。８時間睡眠の時
は、心拍数は１分間に約５８拍、５時間睡眠を１２日続
けると、その途中は上がったり下がったりしている
が、１２日目には約６８拍になっていることがわかる。
睡眠短縮時、つまり、起きている時間が長いと、た
だ寝ているだけなのに、心拍数が増加するのであ
る。心拍数が増加するということは、心臓が血液を
体により多く送るように動いていることを意味す
る。したがって、そのような速い血流によって傷つ
いた血管の修復が追い付かずに、血管が破れて脳出
血などが起こりやすくなる。最近、血管年齢などと
言って、血管の柔らかさが健康のバロメーターであ
ると言われている。図表４は、縦軸に血管の柔らか
さ、横軸にレム睡眠の量を描いている８）。縦軸は上
に行くほど血管が柔らかいことを意味する。つま
り、レム睡眠が多いと、血管が柔らかい状態となる
のである。しかし、１６時間以上の夜勤の後の睡眠で
は、十分レム睡眠がとれない。

図表１ 一晩の睡眠は前半が徐波睡眠、
後半はレム睡眠優位

図表３ ５時間睡眠が１２日間続くとレム
睡眠時の心拍数は上昇する

図表２ レム睡眠中には交感神経活動が
活発になる

４ 医療労働
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過労自死のメカニズムを知る

レム睡眠確保には夜勤中の
２回の仮眠がポイント

では、過労自死についてはどうだろう。前述した
ように、レム睡眠はストレス解消の睡眠である。介
護労働の労働対象は、高齢者が多い。したがって、
ただでさえ対人労働でストレスが多いことに加え
て、場合によっては通常の労働者では遭遇しない看
取りの場面に多く接する機会が多くなる。そのよう
な場合は、一層、情動的なストレスが高く生じるこ
とが知られている９）。情動ストレスは、睡眠中に夢
を見て解消する１０）。図表５は、そのモデルを示して
いる。情動ストレスが生じたときは、情動ストレス
と情動ストレスを受けた時の出来事の記憶が一緒に
なって生じている。レム睡眠を取るごとに、情動ス
トレスが少なくなっていき、出来事の記憶のみが残
るのである。よく言われるように、若い時に苦い経
験した大失恋でも、何十年後には、甘酸っぱさを感
じるような懐かしい記憶になっているから臆病にな
らないように……時間が解決してくれると……。そ
うではないのである。正確には、時間ではなく、レ

ム睡眠がそうさせているのである。図表６に示した
ように、うつ病患者の睡眠は、睡眠中のレム睡眠の
出現が分断されていることが特徴である１１）。これを
睡眠科学では、「レム睡眠の不安定化（REM sleep
instability１２）、restless REM sleep１３））」という。う
つ病は、過労自死の大きなリスク要因である。

したがって、過労死等が多い介護労働者こそ、レ
ム睡眠を積極的に取るように気をつけたい。レム睡
眠の１日の出現様式は、図表７に記したように、午
前２時頃から１０時頃に多く出現する時刻依存性があ
る１４）から、夜勤中に仮眠を取ることが必須になる。
しかし調査結果によると、介護施設では、仮眠室の
設置が１００％ではなく、休憩時間が取れないときは
１時間もとれず、たとえ取れたとしても救急対応が
あって睡眠が分断されてしまうことが明らかにされ
た。でも大丈夫。図表７をよく見ると、レム睡眠は
見方によっては１４時頃まで出ることが示されてい

図表４ レム睡眠が多く出ると血管が柔らかい 図表５ 情動ストレスはレム睡眠によって解消
されるというモデル

図表６ うつ病患者はレム睡眠が分断されている
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る。夜勤時に少しの時間でも仮眠をとって、朝方か
ら昼間にかけて施設でもう一度仮眠をとれば、レム
睡眠の確保ができる。ポイントは、まず、必ず、夜
間には横になって少しでもいいから仮眠をとること
だ。そして交替の日勤者が来たら、再び施設で横に
なること。筆者らの実験室実験１５）でも、夜間に２
時間の仮眠をとれば、仮眠をとらない場合より、昼
間の睡眠でレム睡眠が多く出ていることが示されて
いる。

２０１１年６月、ストックホルム郊外で開催された第

２０回国際交代勤務と労働時間シンポジウムで、筆者
は世界の夜勤・交代勤務研究者に日本の看護師の１６
時間夜勤の問題１６）を知ってもらうために発表を行っ
たが、諸外国では１６時間夜勤など行っておらず、外
圧どころか、彼らの関心をまったく得ることができ
なかった。しかし、最近では諸外国でも看護師の１２
時間夜勤の問題が大きくなっており１７）、にわかに長
時間夜勤の問題に世界が関心を示すようになってき
た。この経験を踏まえれば、わが国の介護労働にお
ける１６時間以上夜勤の問題にも、現在のところ、外
圧をかけることができないという帰結になる。なぜ
なら、欧文で書かれた介護関係の論文を検索して
も、特別養護老人ホームの介護労働者を対象とした
わが国の研究者１８）の論文しか引っかからないから
だ。つまりまだ期が熟していない。だから、外圧を
かけるにしても、看護師以上の月日がかかると思っ
た方がよいだろう。

それまでにやっておくことは何か。それは介護労
働者の一層の組織化であろう。本調査データを分析
にかけるには、まだまだ数が足りない。また調査項
目の検討も必要である。たとえば、実態としての時
間外労働時間の把握は必要だろう。なぜなら、世の
流れは、まだ時間外労働時間の削減に注目した「働
き方改革」にあるからである。
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原点は“精一杯後悔しない介護”

人手不足のグループホーム
私は、２００１年４月から旧養護学校のバス通学介助
員としてパートとして働きはじめたことをきっかけ
に、同年１０月にヘルパー２級の資格を取得しました。
その学校は重度の四肢麻痺の方の学校で、バス通

学する生徒は７人。横たわれるようにバスの中は改
造されていました。コミュニケーションを取る方法
がとても難しく、唯一取れたのが『アイコンタク
ト』でした。それに気付いた時の感動は何十年経っ
た今でも忘れられません。
私にも何かできないか、そう思いヘルパーの資格

を取得したのでした。

資格取得後すぐに訪問ヘルパーとして仕事を始め
ました。次第に身体介護が増え、看取りに立ち会う
事が増えました。当時はまだがん告知が少ない頃で
す。利用者からは『来年の桜は見られるかしら？

む く

ここは綺麗な桜並木なのよ』と言われた時に、浮腫
んだ足を足浴しながら『先ずは、来年まで頑張って
リハビリしましょうね』と嘘をつき、『嘘をつくた
めにこの仕事をしているのか』と泣きながら桜並木
を帰った思い出があります。この利用者にお会いで
きたのはこの一回だけでした。この経験がこの仕事
に向き合う原点となり、「次回も必ず利用者と会え

るとは限らない」「精一杯後悔しない介護をしよ
う」と心がけてきました。

その後、デイサービスの生活相談員の仕事に就き、
介護の仕事を続けていましたが、腰椎脊柱管狭窄症
を発症して手術も経験しました。手術後は、現場に
直ぐには復帰することが出来なかったためマニュア
ルや契約書等を作成する部署に異動し、そこで介護
保険法令を学びました。この知識が無ければ、のち
に裁判を起こす気持ちにはならなかったでしょう。

別のデイサービスで生活相談員の仕事をと考え応
募した会社から、開所予定のグループホームの管理
者になるよう要請されました。一度は固辞したので
すが「必ずフォローするから」と懇願され、仕方な
く管理者に就任することになりました。グループホ
ームの管理者は初めての経験でした。大きな会社だ
ったため、独自のソフトを導入し、地域ごとに事業
所がグループ分けされており、デイサービスなどの
事業も行っていました。信頼していた研修先の所長
に相談しながら運営に携わっていきましたが、その
所長が辞めてしまい、他に頼れる管理者もおらず、
いつしか会社から「いじめ」を受けるようになって
孤立していきました。必ずフォローするからと言っ
た上長も、売り上げの数字ばかりを追求し、早期に
満床にすることを常に求められました。グループホ
ームは１ユニットから開所しましたが、介護職員が
足りていない状況で会社は２つめのユニットの開所
の申請届を提出しました。

そもそも介護職員の体制が足りないままでのスタ
ートでしたが、他の介護職員の負担にならないよ
う、足りない介護職員の代わりに私が現場に入り穴
を埋めました。夜勤ができる職員も不足しており、
夜勤未経験の私が入らなければならない状況となり
ました。当時の私の勤務シフトは、夜勤・日勤・夜

グループホーム夜勤業務の現状
―介護現場からの報告―

小林 アユミ
元グループホーム管理者
労災裁判元原告
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労災不支給処分取り消し請求裁判

「休憩」とは？ 裁判闘争の焦点に

複数夜勤で働き続けられる労働環境を

勤と連続３０時間以上の勤務になることもありました
し、夜勤明けに管理者として営業に回ることもあり
ました。夜勤は１６時から翌日９時まで１７時間拘束
（実働１５時間）で、１７時半に日勤が帰宅、２０時には
遅番が帰宅すると、翌朝７時までの１１時間は１人夜
勤となります。

グループホームは認知症の方が入所する施設で
す。夜勤帯は職員が１人になるため、私はトイレの
扉を開けて用を足していました。扉を閉めれば何も
見えなくなるからです。認知症の方は夜間であって
も関係なく徘徊します。帰宅願望の強い方、居室を
間違える方がいるため常に見守りが必要でした。一
方で、私が働いていたグループホームには職員用の
休憩室もなければ、簡易のベッドも有りませんでし
た。常時、全室が見えるリビングにいなければなり
ませんでした。

このような労働環境での連続勤務を繰り返したこ
とによって、私はうつ病を発症しました。そして長
時間過密労働により発症したということで労災申請
をしましたが、これが認められず裁判に立ち上がり
ました。

裁判での争点の１つは「休憩時間」でした。私は
裁判の中で、入所者の状況と休憩も取れない長時間
過密労働になっている実態を訴えました。しかし裁
判所は夜勤時には『休憩が取れていた』と判断し、
就労時間を過少評価しました。１人夜勤の現場で
は、どんなに休憩時間が設定されていようが、その
場所を離れて休憩することはできません。裁判では
そのことを理解してもらえませんでした。会社から
日々の日報に休憩を取得したように記入するよう指
示されていましたが、それが証拠とされたのではな
いかと思います。私は、夜勤の間にも管理者業務を
行っていたので「介護業務の合間に管理業務をやっ
ていた」という主張をしましたが認められませんで
した。しかし何より、１人夜勤の現場で、１時間の
休憩をきちんと取得したならば、現場に職員は誰ひ

とりいなくなってしまいます。それにもかかわら
ず、「休憩が取れていた」とみなした判決は、休憩
時間ならば定員配置は０人でもよいということを認
めたことになります。

管理者として管理業務に専念する時間が無く、
『計画作成担当者』であったにも関わらず１件も計
画書を作成することができていませんでした。職員
の配置についても法令違反があったことが明らかに
なりましたが、会社側は罰される事も無く、私の過
重労働があったという事実だけが残りました。

１人夜勤はとても不安です。特に、休憩時間の問
題は実情も訴えながら改善する必要があります。今
後も介護施設は増え続け、夜勤ができる職員が必要
になりますが、労働環境が変わらなければ夜勤がで
きる職員が不足すると思います。

介護保険制度は国の施策ですが、施設側の努力で
はどうにもならない問題もあります。国側が施設に
丸投げするのではなく、制度自体の見直しをしなけ
れば介護現場が抱える問題の解決には至りません。

職員がおかれている過重な労働環境は、悲惨な事
故や事件に繋がります。利用者に被害が及ぶだけで
なく、事件・事故を起こした職員の人生をも変えて
しまいます。介護保険制度が国の施策である以上、
国の責任で一刻も早い改善が必要です。

１人夜勤ではなく、交替要員を確保して必ず休憩
が取れる夜勤体制と休憩場所の確保、そして人間ら
しく働ける労働環境を切に希望します。

８ 医療労働



介護施設夜勤実態調査の
意義と活用について

●調査結果から見えてくる介護施設における夜勤労
働の問題点

介護労働者の離職防止を図る意味でも夜勤労働の
問題改善は重要な課題です。介護施設夜勤実態調査
の結果からは、介護施設における夜勤労働の問題点
がさまざまに浮かび上がっていますが、その中でも
特に以下の３点については早期に改善する必要があ
ります。
①２交替夜勤（１６時間にわたる長時間夜勤労働）

２交替夜勤（２交替勤務による夜勤。３交替も同
様）は２日分の労働を連続して行う長時間の夜勤形
態です。ただでさえ負担の重い夜勤を１６時間にもわ
たって行う事は想像以上に過酷です。交替制による
夜勤労働は作業能力の低下を引き起こし、特に明け
方に顕著だということが解明されています。労働者
に過度の負担を強い、利用者の安全にも深刻な影響
を及ぼす長時間夜勤の改善は急務です。
②実態に合わない人員配置

介護施設の夜勤配置については「厚生労働大臣が
定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」
（３７ページ参照）で定められていますが、１人夜勤
が認められるなど利用者の安全や労働者の労働負担
の視点からも実態に合わない基準となっています。
実態に合った夜勤配置にしていくためには、この基
準の改定を求める必要があります。
③上限規制のない夜勤日数（回数）

１９９２年に制定された看護師確保法では、看護師の
離職防止対策・夜勤負担軽減のための指針として
「複数体制・月８日以内（３交替の場合）」を位置
付けています。しかし、介護現場にはこのような指
針はないため、夜勤日数（回数）が青天井になって
います。夜勤交替制労働には、睡眠・感情障害（短
期的リスク）や発がん性のリスク（長期的リスク）
といった健康リスクが伴います。こうしたリスクを
最小限に抑えるためにも、夜勤の日数（回数）制限は
必要です。

今回の調査で、夜勤協定が「なし」と答えた施設
は４０．８％となっています。早急に夜勤協定を締結さ
せる必要があります。

④勤務間インターバルの確保の必要性
上述のように、介護労働者の夜勤労働は、長時間

労働、１人夜勤が当たり前になっているのが現状で
す。身体を休ませるためにも、勤務間隔は１２時間以
上あける必要があります。

●職員の人員配置に対する国の姿勢

これらの夜勤の問題点を解決していくためには、
介護職員を増員するしかありません。日本医労連で
は、利用者の安全と労働者の適正な労働条件を確保
できる水準の人員配置とするために、配置基準の引
き上げを厚生労働省に求めています。しかし、厚生
労働省は、適正に人員配置をするのは「基本的には
事業者の責任」だとしています。また、事業者が適
正な人員配置をしているかどうかについての監督責
任は都道府県にあるとしています。公的な制度の下
で、利用者の安全や適正な労働条件を確保できる水
準を確保するのは国の責任です。しかし、厚生労働
省は「加算で対応している」「基準を引き上げれ
ば、事業者の負担が増えるので、慎重に検討する必
要がある」との姿勢を崩しておらず、その改善は遅
々として進んでいません。

●介護施設夜勤実態調査の意義とその活用

介護施設夜勤実態調査の意義は、夜勤労働の実態
を客観的なデータとして「見える化」したことにあ
ります。これにより、厚生労働省に対して、夜勤が
過酷だということを動かしようのない事実として示
し、改善を求めることができるようになりました。
もちろん、議会請願等での要請の裏付けとなる資料
として、あるいは記者発表の資料として活用するこ
とができます。また、組織拡大や運動を広げるため
に、介護施設の訪問や業界団体との懇談などにも活
用することができます。なかなか改善されない人員
配置の問題を前進させていくためには、世論を大き
く広げていく必要があります。まずは現場から声を
上げ、「人員配置基準を引き上げよ」の世論で国を
包囲していきましょう。一刻も早く夜勤改善を実現
するために、本報告を活用して下さい。

日本医労連介護対策委員会
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調査結果の概要

介護施設夜勤実態調査は介護施設の夜間業務の実
態を明らかにして改善を図るために行っています。
７回目となる今回の調査では、２全国組合２７都道府
県医労連に加盟する組合から介護施設１４３施設、１９１
職場の回答が寄せられました。また、２０１８年調査か
ら介護医療院が調査の対象に加わり、今回１施設か
ら回答がありました。その年ごとに業態別の集計数
にばらつきがあることや、集計数自体が少ない業態
もあるため、集計値が調査ごとに一定程度の影響を
受けることはあるものの、夜勤形態や回数、夜勤体
制などの実態については、ほとんど改善せず、厳し
い状況が続いていることが明らかになっています。
介護施設で働く介護労働者が長く働き続けられる環
境にしていくためにも、明らかになった実態を問題
解決のためにどうのように活用するかが今後の大き
な課題となります。

１、調査目的と実施要綱
本調査は、介護施設の夜勤改善を図るため、介護

福祉施設（特別養護老人ホーム）（以下、特養）、
介護老人保健施設（以下、老健）、グループホーム
（以下、ＧＨ）、小規模多機能型居宅介護施設（以
下、小多機）、看護小規模多機能型居宅介護施設
（以下、看多機）、短期入所施設（以下、短期入
所）、介護医療院を対象に調査しました。２０１９年６
月の勤務実績を基本として、１１月下旬までの期間で
回答を集約しました。夜勤形態、夜勤体制、夜勤日
数（回数）など、夜勤に関わる項目を中心に調査を
し、実態を把握しました。

２、職員体制
今回の調査では、１４３施設・職員総数４，１９４人を対

象に調査をしました。内訳は、介護職員が３，０７８
人、看護職員が７３１人、その他３８５人の調査報告とな
っています。

３、調査施設の概要
特養や老健は、利用者定員が４０人を超える中～大

規模な施設が大半を占め、老健では４４施設中２０施設
が定員１００人を超えています。ＧＨは３ユニット１
施設、２ユニット１２施設、１ユニット９施設となっ
ています。小多機、看多機の最大登録定員は２９人で
すが、２０人以上施設が多数を占めています。

４、夜勤実態
夜勤形態では「２交替夜勤」の施設が９割近く

（８７．０％）を占めています。そのうち、勤務時間１６
時間以上の「２交替夜勤」は８１施設（２交替夜勤の
７２．３％）となっています。夜勤体制では、特養や老
健など比較的規模の大きな施設では複数体制になっ
ていますが、ＧＨ、小多機、看多機では１人体制と
なっています。仮眠室の有無では、約５割の施設で
「仮眠室がない」状態で、特に看多機では９割近く
の施設に仮眠室がありません。夜勤日数（回数）に
ついては、「３交替夜勤」の施設では９割近くの施
設が「８日以内」に収まっています。一方で、「２
交替夜勤」の施設では、「４回以内（８日以内に相
当）」は６割弱にとどまっています。

５、その他
夜勤手当について、正規職員の２交替夜勤で平均

６，１２５円、３交替夜勤の準夜で３，３１７円、深夜で４，２４２
円となっています。夜勤時に、医療機関への受診な
どの救急対応が必要となったことがあった施設が３
割、夜勤明けの翌日に休日が保障されていない施設
が４割となっています（いずれも調査月で）。夜勤
も含めた、１日の勤務シフトの数は、平均５．６通り
と過去最多となっており、特養、短期入所の平均で
６通りを超えています。

２０１９年
介護施設夜勤実態調査結果
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業 態 施設数 職場数
特 養 ２２ ４０
老 健 ４４ ６９
Ｇ Ｈ ２３ ２８
小 多 機 １３ １３
看 多 機 １５ １５
短 期 入 所 １３ １３
介護医療院 １ １
その他施設 １２ １２

全 体 １４３ １９１

年 施設数 職場数
２０１３ １１２ １３６
２０１４ １１８ １５６
２０１５ １５６ ２０５
２０１６ １４３ １８８
２０１７ １６５ ２１４
２０１８ １３２ １７４
２０１９ １４３ １９１

過去のデータ

性 格 施設数 職場数
全 国 組 合 １５ ２４
公 的 病 院 ５ ６
自 治 体 １ １
民 医 連 １１７ １５３
精 神 １ １
介 護 ２ ２
福 祉 ２ ４

全 体 １４３ １９１

１ 調査件数

今回の調査では、１４３施設、１９１職場（前回１３２施
設、１７４職場）から回答を得ることができました。
今回は、加盟組織外からの回答はありませんでし
た。加盟組織内からの回答数としては、過去２番目
に多い集約数となっています。

業態別の集計数では、老健からの回答が最も多
く、ＧＨ、特養と続いています。小多機や看多機か
らの回答も増えており、看多機からの回答は過去最
高となっています。また、介護医療院が介護保険施
設に加わって２年目になりますが、今回、初めて介
護医療院からの回答も寄せられました。

その他施設（有料老人ホーム、軽費老人ホームな
どの特定施設やサービス付き高齢者住宅）からの回
答は１２施設となりました。その他施設については、
１～４の集計項目以外では全体の集計には反映させ
ずに、巻末でその他施設の集計結果を掲載していま
す。

２ 性格別集計数

組合性格別の内訳では、民医連の施設からの回答
が１１７施設で全体の８割を超えています。全国組合
の内訳は全厚労１３施設、全 JCHO 病院労組２施設
となっています。今回の調査では、未加盟施設から
の回答はありませんでした。

結果
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加盟組織 施設数 職場数
全 厚 労 １３ ２１
全ＪＣＨＯ病院労組 ２ ３
北 海 道 １６ ２０
青 森 ６ ６
秋 田 １ １
山 形 １５ １６
宮 城 ２ ５
千 葉 １ １
埼 玉 ７ ８
山 梨 ４ ５
長 野 １２ １８
新 潟 １４ １８
東 京 １３ １７
愛 知 １ １
富 山 ３ ４
石 川 ３ ５
大 阪 １ ２
京 都 ２ ２
福 井 ４ ５
岡 山 ９ １２
山 口 ５ ６
鳥 取 １ １
島 根 １ ３
香 川 １ １
愛 媛 ２ ２
徳 島 １ １
福 岡 １ ３
熊 本 １ ３
鹿 児 島 １ １
全 体 １４３ １９１

３ 加盟組織別集計数

今回の調査には、１４３施設から回答が寄せられて
います。内訳は、北海道医労連の１６施設を筆頭に、
山形県医労連、新潟県医労連、東京医労連、全厚
労、長野県医労連などとなっています。

回答のあった施設の所在地は２９都道府県となって
います。これまでに介護施設夜勤実態調査に取り組
んだ組織はのべ４３組織でしたが、今回、新たに２組
織が取り組み、合わせて４５組織となりました。調査
結果に実態をより反映させていくためにも、介護施
設のあるすべての組織で調査に取り組み、回収数を
引き上げていく必要があります。

４ 勤務者総数

今回の調査は、４，１９４人分の実態を集約したもの
となっています。総職員数に占める介護職員数は
３，０７８人で、その割合は７３．４％（前回７１．８％）、看
護職員数は７３１人で１７．４％（前回１９．２％）、その他
職員数は３８５人で９．２％（前回８．９％）となっていま
す。男性職員が占める割合は全体で２６．４％（前回
２６．９％）、介護職員では３０．５％で前回（３０．５％）と
同様となっています。

妊娠者の占める割合は、介護職員で０．８％、総職
員では０．７％となっています。産休・育休者の割合
を合計すると、介護職員・総職員ともに１．４％とな
っています。管理者を通しての調査ではないため、
施設全体の把握が難しく、実態よりも低くなる傾向
があるとはいえ、女性が多い職場であるにもかかわ
らず妊娠・出産・育児の職員割合がいずれも１％前後
と少ない状況は変わっていません。その背景には、
夜勤のある介護施設は妊娠者が働くには過酷な勤務
環境であり、人員不足や職員体制の不足がこうした
ことに拍車をかけているものと考えられます。こう
した傾向は、介護休暇の取得にもあてはまります。

（人）
全 施 設

介護
職員数

看護
職員数 その他 総職員数

総 数 ３，０７８ ７３１ ３８５ ４，１９４

（うち非正規
職員数） ８９６ ２１５ １５５ １，２６６

（うち
男性数） ９３９ ３６ １３４ １，１０９

妊 娠 者 数 １７ ２ ２ ２１

産 休 者 数 １０ ２ ４ １６

育 休 者 数 ２９ ５ ５ ３９

育児短時間
取 得 数 １２ ５ ６ ２３

介 護 休 暇
取 得 数 １ １

病 欠 者 数 ２５ ４ ３ ３２

総
数
人
員
と
の
割
合（
％
）

妊 娠 者 数 ０．８ ０．３ ０．８ ０．７

産 休 者 数 ０．５ ０．３ １．６ ０．５

育 休 者 数 ０．９ ０．７ １．３ ０．９

育児短時間
取 得 数 ０．４ ０．７ １．６ ０．５

介 護 休 暇
取 得 数 ０．１ ０．０

病 欠 者 数 ０．８ ０．５ ０．８ ０．８
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業 態 有効回答
施 設 数

１施設
あたりの
平均
職員数

職員数（人）

合計人数介護職員 看護職員 その他
正規
職員

非正規
職員

介護
職員計

正規
職員

非正規
職員

看護
職員計

正規
職員

非正規
職員

その他
職員計

特 養 ２２ ３８．０ ５８４．０ １３０．９ ７１４．９ ６３．０ ２１．０ ８４．０ ２４．０ １３．３ ３７．３ ８３６．２

老 健 ４４ ３８．２ ９８２．０ １４０．７ １，１２２．７ ３８０．１ ６３．１ ４４３．２ ８９．０ ２５．９ １１４．９ １，６８０．８

Ｇ Ｈ ２３ １１．７ １４１．０ １１２．０ ２５３．０ ３．０ ２．１ ５．１ ２．０ ８．４ １０．４ ２６８．５

小 多 機 １２ １３．５ ８４．０ ４３．４ １２７．４ ７．０ ７．７ １４．７ １２．０ ８．４ ２０．４ １６２．５

看 多 機 １５ １５．７ １３４．０ ４３．４ １７７．４ ３１．０ ２０．３ ５１．３ ５．０ ２．１ ７．１ ２３５．８

短期入所 １３ １８．４ １４０．５ ４９．０ １８９．５ ２０．０ １１．９ ３１．９ １２．０ ５．６ １７．６ ２３９．０

介護医療院 １ １９．７ ９．０ ２．８ １１．８ ２．０ ４．２ ６．２ １．０ ０．７ １．７ １９．７

全 体 １３０ ２６．５ ２，０７４．５ ５２２．２ ２，５９６．７ ５０６．１ １３０．３ ６３６．４ １４５．０ ６４．４ ２０９．４ ３，４４２．５

業 態
構成割合

雇用形態別の職員割合
介護職員 看護職員 その他 合計人数

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

特 養 ８５．５ １０．０ ４．５ ８１．７ １８．３ ７５．０ ２５．０ ６４．３ ３５．７ ８０．２ １９．８

老 健 ６６．８ ２６．４ ６．８ ８７．５ １２．５ ８５．８ １４．２ ７７．５ ２２．５ ８６．３ １３．７

Ｇ Ｈ ９４．２ １．９ ３．９ ５５．７ ４４．３ ５８．８ ４１．２ １９．２ ８０．８ ５４．４ ４５．６

小 多 機 ７８．４ ９．０ １２．６ ６５．９ ３４．１ ４７．６ ５２．４ ５８．８ ４１．２ ６３．４ ３６．６

看 多 機 ７５．２ ２１．８ ３．０ ７５．５ ２４．５ ６０．４ ３９．６ ７０．４ ２９．６ ７２．１ ２７．９

短期入所 ７９．３ １３．３ ７．４ ７４．１ ２５．９ ６２．７ ３７．３ ６８．２ ３１．８ ７２．２ ２７．８

介護医療院 ５９．９ ３１．５ ８．６ ７６．３ ２３．７ ３２．３ ６７．７ ５８．８ ４１．２ ６０．９ ３９．１

全 体 ７５．４ １８．５ ６．１ ７９．９ ２０．１ ７９．５ ２０．５ ６９．２ ３０．８ ７９．２ ２０．８

※上記２点の表は職員体制の集計にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。常勤換算の根拠は介護労働安定センター
「平成２７年度介護労働実態調査」の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を参考にしています。

（％）

１ 職種別正規・非正規職員の構成
１施設当たりの平均職員数は、比較的に定員規模の大きな施設が多い特養や老健では４０人近くとなってい

ますが、定員規模の小さいＧＨや小多機では職員数も少なく、１１人～１３人程度となっています。介護医療院
は回答が１施設となっているため参考値になりますが、１９．７人となっています。

２ 職種別の構成割合及び、正規・非正規の割合
介護職員と看護職員の構成割合は、全体で介護職員が７５．４％、看護職員が１８．５％となっています。病院と

在宅の中間施設に位置づけられる老健で看護職員の割合が高く２６．４％となっています。また、新たに介護保
険施設に加わった介護医療院は、療養が必要である者の施設という位置づけとなっており、参考値ではある
ものの看護師の比率が３１．５％と高くなっています。在宅医療・介護の複合的な役割を持つ看多機でも、看護
職員の比率は２１．８％と高くなっています。

特養や短期入所、小多機では看護職員の配置割合は１０％以下と低くなっています。ＧＨは９割以上が介護
職員で構成されています。

正規職員と非正規職員の割合は、全体で正規職員が７９．２％、非正規職員２０．８％となっており、昨年とほぼ
同様の傾向となっています。

業態別でみると、老健と特養で正規職員の割合が８割を超えています。続いて、看多機と短期入所が７２％
と比較的高い割合になっています。一方、ＧＨでは、非正規職員の割合が４割超と高くなっています。過去
の調査結果でも同様の傾向となっていますが、事業所の規模が小さいために経営的なスケールメリットも小
さく、職員の雇用にも影響があるものと考えられます。

５ 各業態の職員体制および就業形態（施設単位）

結果
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年
構成割合（％） 雇用割合（％）

介護職員 看護職員 その他 正規職員 非正規職員
２０１３ ７５．６ １９．５ ４．９ ７４．８ ２５．２
２０１４ ７６．６ １９．６ ３．８ ７４．６ ２５．４
２０１５ ７５．２ １９．１ ５．７ ７８．１ ２１．９
２０１６ ７３．２ ２０．７ ６．１ ７８．７ ２１．３
２０１７ ７５．７ １９．１ ５．２ ７７．４ ２２．６
２０１８ ７４．０ １９．８ ６．２ ７９．１ ２０．９
２０１９ ７５．４ １８．５ ６．１ ７９．２ ２０．８

過去のデータ（全体）

無 84.9%無 84.9%

有 15.1%有 15.1%

無 95.2%無 95.2%

有 4.8%有 4.8%

業 態 有効回答
施 設 数

介 護 職

派遣の有無
割合（％）

２０１９年 ２０１８年
有 無 有 無 有 無

特 養 ２１ ５ １６ ２３．８ ７６．２ ３１．６ ６８．４

老 健 ４１ ３ ３８ ７．３ ９２．７ ４．７ ９５．３

Ｇ Ｈ ２３ ７ １６ ３０．４ ６９．６ ２１．７ ７８．３

小 多 機 ＆
看 多 機 ２７ ２ ２５ ７．４ ９２．６ ４．３ ９５．７

短 期 入 所 １３ ２ １１ １５．４ ８４．６ １６．７ ８３．３

介護医療院 １ １ １００．０

全 体 １２６ １９ １０７ １５．１ ８４．９ １３．３ ８６．７

業 態 有効回答
施 設 数

看 護 職

派遣の有無
割合（％）

２０１９年 ２０１８年
有 無 有 無 有 無

特 養 ２１ ２１ １００．０ ５．３ ９４．７

老 健 ４１ ３ ３８ ７．３ ９２．７ １００．０

Ｇ Ｈ ２３ １ ２２ ４．３ ９５．７ １００．０

小 多 機 ＆
看 多 機 ２７ １ ２６ ３．７ ９６．３ １００．０

短 期 入 所 １３ １ １２ ７．７ ９２．３ １００．０

介護医療院 １ １ １００．０

全 体 １２６ ６ １２０ ４．８ ９５．２ ０．８ ９９．２

介護職の派遣の有無

看護職の派遣の有無

６ 派遣労働者の有無

介護職員の不足は介護報酬減算やベッド閉鎖の要因となるため、施設の運営にも大きな影響を及ぼしま
す。介護職員の応募が少ない中で、派遣に頼らざるをえない施設も出ています。

介護職の派遣職員の有無については、特養を除いて前回よりも「有」の割合が増えています。３割のＧＨ
が「有」と回答しており、最も高くなっています。特養も前回よりは減ってはいるものの、２割を超えてい
ます。

看護職の派遣職員が「有」と回答した施設は、前回は特養の１施設のみでしたが、今回は４つの業態で６
施設が「有」と回答しています。

派遣職員の有無について回答のあった施設のうち、介護職・看護職の少なくともどちらか一方で派遣職員
が「有」と回答した施設は、１３８施設中２１施設（前回１３４施設中２１施設）でした。
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1:1.5～
1:2.0未満
28.6%

1:2.5～
1:3.0未満
7.1%

1:2.5～
1:3.0未満
7.1%

1:2.0～
1:2.5未満
22.2%

1:2.0～
1:2.5未満
22.2%

1:1.5未満
40.5%
1:1.5未満
40.5%

1:3.5以上
1.6%
1:3.5以上
1.6%

業 態 施設数
利用者定員数

無回答
施設単位
あたりの
平均定員数１０未満 １０以上

２０未満
２０以上
４０未満

４０以上
６０未満

６０以上
８０未満

８０以上
１００未満

１００
以上

特 養 ２２ ２ ６ １ １ ６ ５ １ ６６．０
老 健 ４４ １ ６ ６ ３ ８ ２０ ７８．４
Ｇ Ｈ ２３ ９ １２ １ １ １４．６
小 多 機 １３ １ １０ １ １ １６．１
看 多 機 １５ １４ １ １６．６
短 期 入 所 １３ ８ ４ １ ３３．５
介護医療院 １ １ ４６．０

全 体 １３１ １０ ３９ ２２ １２ ４ １４ ２５ ５ ４７．９

（人）

業 態 有効回答
施設数

職員比率（対利用者）

１ :１.５
未満

１ :１.５～
１ :２.０未満

１ :２.０～
１ :２.５未満

１ :２.５～
１ :３.０未満

１ :３.０～
１ :３.５未満

１ :３.５
以上

特 養 ２１ ６ １０ ４ １
老 健 ４４ ４ １４ １６ ９ １
Ｇ Ｈ ２２ １９ ３
小 多 機 １２ ８ ３ １
看 多 機 １４ １２ ２
短 期 入 所 １２ ２ ４ ６
介護医療院 １ １

全 体 １２６ ５１ ３６ ２８ ９ ２

対利用者職員比率

※職員比率の算出にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。そのため、非正規職員
をフルタイムで雇用している施設については、実際よりも配置水準が低く集計されます。

７ 定員規模別の分布（施設単位）

回答のあった施設の利用者の定員規模は以下のような内訳となっています。
特養や老健は規模の大きな施設が比較的多く、平均定員数は特養が６６．０人、老健は７８．４人となっていま

す。いずれも、特養では７割以上、老健では８割以上が利用者定員が４０人以上の施設となっています。
一方、ＧＨや小多機、看多機では、施設の運営基準として利用者の定員が少なく設定されており、集計結

果でもほとんどが２０人未満の小規模な事業所となっています。ＧＨは設置基準で１ユニット９人以下と定め
られているため、１０人未満は１ユニット、１０人以上２０人未満は２ユニット、２０人以上４０人未満は３ユニット
の施設からの回答となっています。今回の調査では１ユニットと２ユニットの回答が半々となっています。

今回、初めて回答が寄せられた介護医療院は介護保険施設としては中規模の４６床でした。
なお、小規模多機能および看護小規模多機能については、「登録定員」「通所定員（１日）」「泊まり定

員（１日）」とある中で、「通所」の定員で集計をしています。

８ 対利用者職員比率（施設単位）

職員数（介護職員、看護職員、その他職員で直接利用者の処遇に携わる職員）と利用者数の比率を集計し
ています。介護保険制度上、特養や老健、短期入所の職員数は「利用者３人に対して介護職員・看護職員が
１人以上（３：１）」となっています。一方、ＧＨや小規模多機能、看護小規模多機能では、夜間帯以外の
職員の配置が利用者３人に対して介護従事者１人以上となっているため、職員比率が特養や老健よりも高く
なる傾向にあります。

調査結果では、職員：利用者＝１：２．０よりも手厚く職員配置を行っている施設は約７割となっており、
前回調査よりも１割ほど増えています。厚生労働省の調査でも、平均的な人員配置は「１：２．０」前後とな
っています。

施設が配置基準より手厚い職員体制を敷いていてもなお、介護現場の労働環境が過酷である現状を踏まえ
れば、人員配置基準を引き上げる必要があることは明らかです。

結果
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業 態

認知症利用者数 要医療行為利用者数

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

要医療行為
利用者数
（人）

割合
（％）

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

認知症
利用者数
（人）

割合
（％）

特 養 １５ １，０８６．１ １０２７．０ ９４．６ １６ １１０２．３ １０１．０ ９．２
老 健 ２９ ２，０９３．５ １４６２．０ ６９．８ ３７ ２３９２．０ ３４６．０ １４．５
Ｇ Ｈ ２２ ２８７．８ ３０５．５ １０６．２
小 多 機 １０ ２４３．０ １６１．０ ６６．３ ２ ５３．０ ４．０ ７．５
看 多 機 １２ ３２４．０ ２０８．０ ６４．２ ８ ２１２．０ ３２．０ １５．１
短 期 入 所 ６ ２０５．２ ２３７．０ １１５．５ ８ ２７０．１ ４８．０ １７．８
介 護 医 療 院 １ ４４．３ ４４．３ １００．０ １ ４４．３ １２．０ ２７．１
全 体 ９５ ４，２８３．９ ３４４４．８ ８０．４ ７２ ４０７３．７ ５４３．０ １９．０

※要医療行為利用者数とはたん吸引・胃ろうの管理が必要な人数
※小多機・看多機の平均利用者総数は登録人数の総数
※認知症利用者の割合は平均利用者数（小多機・看多機は登録人数）と
認知症利用者数の双方に回答があった施設を対象に集計

※要医療行為利用者数の割合についても同様。

業態
職
場
数

平均介護度
無
回
答

平 均

～

２．５
未満

２．５～

３．０
未満

３．０～

３．５
未満

３．５～

４．０
未満

４．０～

４．５
未満

４．５
以上～ ２０１９

年
２０１８
年

特 養 ４０ ２ ７ ２７ １ ３ ４．０ ３．８

老 健 ６９ １ ５ ２７ ２０ ６ １０ ３．４ ３．３

Ｇ Ｈ ２８ ９ ５ ７ ５ １ １ ２．９ ２．９

小多機 １３ ４ ７ ２ ２．６ ２．４

看多機 １５ ５ ４ ５ １ ３．３ ３．３

短 期
入 所 １３ １ ５ ４ ３ ３．０ ３．１

介 護
医療院 １ １ ４．０

９ 業態別平均利用者数の総数および認知症・要医療行為利用者数（施設単位）

全利用者に占める「認知症の利用者」、たん吸引または胃ろうの管理が必要な「医療行為が必要な利用
者」の割合を集計しています。

平均利用者数と認知症利用者数の両方に回答のあった施設は９５施設となっています。認知症利用者数は
３，４４４．８人となっており、利用者数に占める割合は８０．４％となっています。特養では９割を超える利用者が
認知症という結果になっています。短期入所で１００％を超えているのは、他の施設に比べて入退所が頻繁に
ありのべの認知症利用者数が多くなるためです。

要医療行為利用者数も同様の方法で集計しています。施設数は７２施設で、老健からの回答が約半数を占め
ています。最も割合が高いのは短期入所で１７．８％、次いで看多機１５．１％、老健１４．５％となっており、昨年と
同様の傾向となっています。

短期入所は「認知症利用者」「要医療行為利用者」ともに利用者が最も多くなっており、職員の負担が大
きくなっているものと推測されます。

１０ 平均介護度別の職場の分布

利用者の平均介護度別に職場の分布を集計してい
ます。

特養の平均介護度が４．０と突出して高くなってお
り、平均介護度４以上の職場が７５．７％と８割近くに
及んでいます。介護医療院も参考値ですが４．０とな
っています。

各業態とも、平均介護度は前回とほぼ同様の傾向
となっています。
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業 態 職場数
シフト数

無回答 平 均
１通り ２通り ３通り ４通り ５通り ６通り ７通り ８通り ９通り １０通り

以上
特 養 ４０ １ １５ ７ １ １ ５ ５ ４ １ ６．５通り

老 健 ６９ ２ １９ １９ １６ ４ ３ ６ ５．３通り

Ｇ Ｈ ２８ ２ １６ ７ １ ２ ４．５通り

小 多 機 １３ １ ２ ４ ４ １ １ ５．７通り

看 多 機 １５ １ １ ４ ３ ２ ３ １ ５．９通り

短 期 入 所 １３ １ １ １ ３ ２ １ １ ２ １ ６．７通り

介護医療院 １ １ ５．０通り

全 体 １７９ ５ ５ ５７ ４４ １９ １１ ６ ６ １４ １２ ５．６通り

年
平均シフト数

特養 老健 ＧＨ 小規模＆看護小規模 短期入所 介護医療院 全体
２０１３ ― ― ― ― ― ― ―
２０１４ ５．４通り ４．９通り ４．４通り ５．０通り ４．９通り ― ４．９通り
２０１５ ５．３通り ５．３通り ４．５通り ５．３通り ５．２通り ― ５．１通り
２０１６ ６．４通り ５．０通り ４．４通り ５．７通り ５．３通り ― ５．２通り
２０１７ ６．０通り ５．６通り ４．５通り ４．８通り ５．８通り ― ５．４通り
２０１８ ７．２通り ５．３通り ４．７通り ５．２通り ５．３通り ― ５．６通り
２０１９ ６．５通り ５．３通り ４．５通り ５．８通り ６．７通り ５．０通り ５．６通り

過去のデータ（全体）

１１ シフト数（職場単位）

介護施設では、利用者の生活リズムに合わせて介護が提供されますが、人員不足や介護報酬が低いこ
となどから人員配置を効率化させ、食事や起床の時間帯など特に人員が必要な時間帯に勤務者数も多く
配置しています。そのため、勤務シフト（早番・日勤・遅番・夜勤）が多いのも介護施設の勤務の特徴
です。

全体の平均シフト数は、年を追うごとに多くなっており、４通り台はＧＨのみとなっています。ま
た、全体の３割を超える職場で「６通り以上」という回答となっており、シフト数の平均が「６．７通
り」と最も高い短期入所では「７通り以上」の職場が半数となっています。特養でも「６通り」以上の
職場が４割を占めており、シフト数の平均も「６．５通り」と高くなっています。そのほか、老健、小多
機、看多機でも平均で「５通り」を超えています。

勤務シフトが多くなれば多くなるほど、日ごとの出勤時間にばらつきがでるため、生活サイクルが一
定せず、職員や職員の家族への負担は大きくならざるを得ません。医療や介護は２４時間・３６５日、休み
なく求められるため、交替制（シフト）勤務は避けられませんが、職員への負担を減らすためにも、職
員の配置数を増やしてシフト数を減らすことが求められます。

結果
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2交替・3交替
の混合
1.5％

変則3交替
3.1％

3交替
6.9％

当直と２交替の混合
1.5％

当直と3交替の混合
1.5％

2交替
85.5％
2交替
85.5％

３交替
変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

９ ４ ２ １１２ ２ ２ ０

※変則３交替夜勤とは
通常の３交替夜勤の入り時間（午前０時～１時）を前倒しする勤務。２暦日にまたがりながら勤

務としては１日となるため、暦日と勤務日数との間にずれが生じます。そのため、夜勤明けから翌
日の勤務までの２４時間以上の勤務間隔を休日扱いとされているケースが発生しています。

夜勤形態の比率（施設）

2交替
84.4％
2交替
84.4％

変則3交替
5.0％

3交替
7.8％

当直と２交替の混合
1.7％

当直と3交替の混合
1.1％

３交替
変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

１４ ９ １５１ ２ ３ ０

夜勤形態の比率（職場）

１２ 夜勤形態

１ 施設単位の集計
施設単位での集計では、２交替夜勤が８７．０％（１１４施設、うち当直との混合が２施設）となっていま

す。過去の調査結果でも、２交替夜勤は８０％台後半から９０％台前半で推移しています。２交替夜勤は、多
くの場合で１６時間前後の長時間夜勤となるため、労働負担が大きくなっています。

２交替夜勤と３交替夜勤の混合型夜勤については、２交替夜勤の職場と３交替夜勤の職場が併存してい
る施設が２施設（１．５％）ありました。

３交替夜勤は１１．５％（１５施設、うち変則３交替夜勤が４施設、当直との混合が２施設）となっていま
す。過去の調査結果を通しても、３交替夜勤を実施している施設は全体の１割前後となっています。変則
３交替夜勤の施設が増えており、今回は最多の４施設となっています。

２ 職場単位の集計
職場単位での集計では、２交替夜勤の職場は８６．０％（１５４職場、うち当直との混合が３職場）となってい

ます。一方、３交替夜勤の職場は１４．０％（２５職場、うち変則３交替が９職場、当直との混合が２職場）とな
っています。職場単位でも、変則３交替夜勤を実施している職場数が過去最多となっています。

１８ 医療労働



当直と3交替２交替（16時間未満）
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

特 養

老 健

介護医療院

G H

小規模型＆
看護小規模型
単 独 型
短期入所

9.19.1 59.159.159.1 4.54.54.5

13.613.6 20.520.5 65.965.965.9

30.430.4 65.265.2 4.34.34.3

3.63.6 32.132.1 64.364.3

15.415.415.4 23.123.123.1 46.246.246.2 15.415.415.4

変則３交替 ３交替 ３交替と２交替の混合 ２交替（16時間以上） 当直と２交替

100.0100.0

13.613.6 13.613.6

業 態 ３交替 変則
３交替

３交替と
２交替の混合

２交替
（１６時間未満）

２交替
（１６時間以上）

当直と
３交替

当直と
２交替 当直 無回答 合計

特 養 ３ ２ ３ １３ １ ２２

老 健 ６ ９ ２９ ４４

Ｇ Ｈ ７ １５ １ ２３
小 多 機&
看 多 機 １ ９ １８ ２８

短期入所 ２ ３ ６ ２ １３

介護医療院 １ １

合 計 ９ ４ ２ ３１ ８１ ２ ２ １３１

年 ３交替 ２交替 その他
２０１３ ６．３ ９２．９ ０．９
２０１４ １２．３ ８６．８ ０．９
２０１５ １０．５ ８８．１ １．４
２０１６ ６．８ ９０．２ ３．０
２０１７ ６．２ ９２．５ １．４
２０１８ １０．５ ８８．７ ０．８
２０１９ １１．５ ８７．０ １．５

過去のデータ （％）

※３交替には「変則３交替」「当直と３交替の混合」を含む
※その他は「２交替・３交替混合」「当直」

３ 業態別の集計（施設単位）
施設ごとの夜勤形態を業態別にみると、ＧＨ、小多機、看多機などの小規模な事業所では、１施設を除い

て２交替夜勤となっています。３交替夜勤を実施している１５施設のうち８施設が、ベッド数５０床以上、職員
数２０人以上の一定規模のある施設でした。過去の調査結果からは、規模が小さく人員体制が少ない事業所で
は、３交替夜勤の負担が１人あたりの夜勤日数に跳ね返ってしまうという実態も明らかになっています。

なお、１６時間以上の夜勤を実施している施設は回答があった１３１施設の６１．８%、２交替夜勤を実施してい
る施設の７２．３％となっています。

１３ 職場単位の夜勤配置

介護施設の夜勤配置は業態ごとに要件が定められていますが（３６ページ参照）、利用者数に応じて配置要
件が定められているのは特養と短期入所だけとなっており、老健では最低限の人数しか定められていませ
ん。利用者の状態や施設の構造が要件に考慮されていないため、職員が複数階を掛け持ちしたり、実質的な
１人夜勤が生じたりしています。

結果

医療労働 １９



有効回答
職場数

２交替

業 態 ０．５人
体制

１人
体制

１．３
or１．５
体制

２人
体制

２．３
or２．５
体制

３人
体制

３．３
or３．５
体制

４人
体制

４．３
or４．５
体制

５人
体制

５．３
or５．５
体制

６人
体制

６．３
or６．５
体制

７人
体制

７．３
or７．５
体制

８人
体制

特養 ４１ １０ １７ １０ ３ １
老健 ５８ １３ ２ ３０ ４ ８ １
ＧＨ ３３ ３３

小多機&看多機 ２７ ２７
短期入所 ６ ２ ４
介護医療院

※体制が小数点になっているのは、看護師等が複数の職場を兼務しているため

１４ 平均利用者数別の夜勤配置（施設単位）

１ ３交替夜勤（準夜・深夜）
特養：５施設のうち２施設は２交替夜勤と３交替夜勤の混合施設でした。また、残りの３施設は変則３交

替夜勤の施設となっています。準夜勤を配置しているのは、３交替と３交替の混合を実施している施設（１
施設）のみでした。なお、２交替と３交替の混合施設について、この表では３交替夜勤の体制のみを記載し
ているため、必置数よりも低い表示となっています（１００人以上の規模の１施設）。

また、ＧＨや小多機、看多機の要件では、夜勤配置は１人以上（ＧＨは１ユニットに１人以上）となって
いるため、１人体制の夜勤が恒常的に行われています。夜間とはいえ、いつ起き出すかもしれない利用者へ
の対応や日中にできなかった業務（洗濯や掃除など）、翌朝の朝食の準備など、夜間帯に行わなければなら
ない業務があるため、１人夜勤では仮眠はおろか、休憩すらほとんど取れない状態となっています。また、
たとえ休息が取れていたとしても、何かあればすぐに対応しなければならない状況に置かれている時間は
「手待ち時間」＝労働時間と厚生労働省も通知を出しています。近年では、洪水や震災などの災害も多発し
ており、災害時の対応を考えても１人夜勤は一刻も早く改善しなければなりません。

１ ３交替夜勤
３交替夜勤は、比較的、施設規模の大きい特養や老健が中心となっています。老健では、準夜帯、深夜帯

ともに２人体制が大半を占めていました。特養について、準夜に配置がある１職場は２交替夜勤と３交替夜
勤の混合職場となっており、それを除く８職場は変則３交替夜勤の職場となっています。

２ ２交替夜勤
２交替夜勤の職場で複数体制がとられているのは全体の３８．１％となっており、残りの６割は１人体制以下

となっています（特養の０．５人体制は、ユニット型で２ユニットを１人で受け持っているため）。ＧＨや小
多機、看多機では、すべての職場が１人体制となっており、特養でも職場単位で見ると半数以上が１人体制
以下となっています。老健では、２人体制の職場が半数を占めており、１人体制の職場は２割にとどまって
います。老健で体制が小数点表記になっているのは、看護職員が複数のフロアをまたがって受け持っている
ためです。

有効回答
職場数

準 夜 深 夜

業 態 ０．３人
体制

１人
体制

１．３
or１．５
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

０．３人
体制

１人
体制

１．３
or１．５
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

特養 ９ １ ６ １ １ １
老健 ９ １ ８ １ １ ９
ＧＨ

小多機&看多機 １ １
短期入所 ３ ２ １ ２ １
介護医療院 １ １ １

２０ 医療労働



特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下

２６～３０以下 １ ２９．０ １

３１～４０以下

４１～５０以下

５１～６０以下 １ ５３．１ １ ３．０

６１～７０以下

７１～８０以下

８１～９０以下

９１～１００以下 ２ ９７．０ １ １ ４．５

１００以上 １ １２０．５ １ １．０ １ １２０．５ １ １．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～３０以下

３１～４０以下 １ ３８．５ １ １ ２．０ １ ３８．５ １ １ ２．０

４１～５０以下 １ ４８．１ １ １ ３．０ １ ４８．１ １ １ ２．０

５１～６０以下

６１～７０以下 １ ６３．０ １ １ ４．０ １ ６３．０ １ １ ３．０

７１～８０以下

８１～９０以下 １ ８９．０ １ １ ４．０ １ ８９．０ １ １ ４．０

９１～１００以下 １ ９４．０ １ １ ４．０ １ ９４．０ １ １ ４．０

１００以上

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

小多機＆
看多機 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下 １ ９．０ １ １．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

短期入所 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２5以下 ２ ２１．７ ２ １．０ ２ ２１．７ ２ １．０

２６～３０以下

３１～４０以下 １ ３５．７ １ １ １．０ １ ３５．７ １ １ １．０

４１～５０以下 １ ４７．４ １ ２．０ １ ４７．４ １ ３．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

老健：回答のあったすべての施設で複数体制となっています。５施設のうち２施設で、準夜勤よりも深夜
勤の配置を１人増やしています。看護師の配置については、準夜、深夜を通して、すべての施設で配置があ
りました。

小多機＆看多機：３交替夜勤を実施している施設の報告は小多機１件のみでした。変則３交替夜勤を実施
しており、１人体制となっています。

短期入所：回答のあった４施設のうち、比較的規模の大きい１施設で、深夜勤の配置を１人増やしていま
す。１施設で看護師を配置しています。

結果
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短期入所 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～３０以下

３１～４０以下

４１～５０以下 １ ４４．３ １ ２．０ １ ４４．３ １ ２．０

５１以上

特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

２０以下 ２ １４．５ ２ １．０

２１～２５以下 １ ２３．０ １ ２．０

２６～３０以下 ２ ２７．１ ２ ２．０

３１～４０以下 ２ ３６．１ １ １ ２．５

４１～５０以下

５１～６０以下

６１～７０以下 １ ６１．５ １ ３．０

７１～８０以下 ５ ７６．２ ４ １ ４．２

８１～９０以下

９１～１００以下 ２ ９５．０ １ １ １ ３．５

１００以上 ３ １１７．２ １ ２ ５．３

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

※「１００人以上」の規模の施設で４人体制（最低配置人数以下）となっているのは、２交替と
３交替の混合夜勤を実施している施設で、２交替夜勤の職員数だけを表示しているためです。

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下

１１～２０以下 １ １８．０ １ １ ２．０

２１～３０以下 ６ ２５．８ ２ ４ ３ １．７

３１～４０以下

４１～５０以下 ４ ４８．８ １ ３ ４ ２．８

５１～６０以下 １ ５４．０ １ ４．０

６１～７０以下 １ ６９．０ １ １ ４．０

７１～８０以下 ４ ７６．４ １ １ ２ ４ ３．３

８１～９０以下 ７ ８６．１ １ ４ １ １ ６ ４．３

９１～１００以下 １２ ９５．０ ５ ７ １２ ４．６

１００以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

介護医療院：今回、初の回答となった介護医療院では、夜勤の体制は複数体制となっています。

２ ２交替夜勤
特養：特養では、４割を

超える施設で配置要件以上
の夜勤者を配置していまし
た。特養の夜勤配置の要件
は、利用者数に応じた設定
になっていますが、実際に
は施設の構造や利用者の状
態にも考慮して配置がされ
ているものと考えられま
す。

老健：同規模であって
も、施設ごとに配置数に違
いがあるのがわかります。
施設の構造や利用者の状態
などが影響しているものと
考えられます。看護師につ
いては９割近くの施設で夜
勤の配置があり、４１人以上
の規模では、ほとんどの施
設で夜間帯に看護師が配置
されています。

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

２２ 医療労働



Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 １０ ８．７ １０ １ １．０
１１～２０以下 １２ １７．２ １ １１ １．９
２１～３０以下 １ ２６．８ １ ３．０
※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小多機＆
看多機 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ２７ ４．０ ２６ １ １ １．０
１１以上

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

短期入所 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下
１１～２０以下 ３ １９．８ ２ １ １．３
２１～２５以下 １ ２１．１ １ ２．０
２６～３０以下 ２ ２９．８ ２ １ ２．０
３１～４０以下 ２ ３４．７ ２ ２．０
４１～５０以下 １ ４６．７ １ ２．０
５１以上

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

ＧＨ：ＧＨでは２０１２年の報酬改定から１ユニット（利用定員９人下）に１人以上の夜勤者を配置しなけ
ればならなくなっています。２ユニット、３ユニットのＧＨでは、施設としては複数体制になっています
が、ユニットをまたいだ勤務はできなくなっているため、実質はすべての職場で１人夜勤となっていま
す。夜間は利用者の急変も起きやすい時間帯ですが、その時間帯をたった１人で勤務しなければならない
ため、職員の精神的な負担や不安感が強いのが１人夜勤の特徴です。

小多機＆看多機：小多機や看多機の泊まりの定員の上限は９人と決められています。調査では、１施設
を除いて１人体制となっています。ＧＨと同様、９人以下と利用者数は少なくなっていますが、精神的な
負担の大きい職場です。

短期入所：規模の小さい
２施設を除いて複数体制と
なっています。また、２施
設で配置要件を上回る配置
をしていました。

１５ 夜勤に入った非正規職員人数（施設単位）

少ない人員体制に加えて人員不足が深刻な中で、多くの施設では非正規職員も夜勤に入れざるを得ない状
況になっています。全体では、有効回答のあった１３０施設のうち、半数以上の６７施設で非正規職員が夜勤に
入っています。また、夜勤に入った職員の１割に相当する１０．５％が非正規職員となっています。

業態別では、全職員数が少なく非正規職員の割合が高いＧＨや小多機では、６～８割の施設で非正規職員
が夜勤に組み込まれています。一方、正規職員の割合が高い老健でも４割を超える施設で非正規職員が夜勤
に組み込まれています。また、ＧＨでは夜勤に入った職員の４割が非正規職員となっています。一方、特養
や老健では限定的で１割未満となっています。

業 態 施設数 夜勤に
入った人数

うち非正規
職員人数

非正規
職員の
割合（％）

非正規職員
が夜勤に
入った施設数

非正規職員が
夜勤に入った施設
割合（％）

特 養 ２２ ５４５ ３７ ６．８ ８ ３６．４
老 健 ４４ １１６９ ５７ ４．９ ２０ ４５．５
Ｇ Ｈ ２３ ２２８ ９３ ４０．８ １９ ８２．６
小 多 機 １３ ７７ １５ １９．５ ８ ６１．５
看 多 機 １４ １１７ １８ １５．４ ６ ４２．９
短 期 入 所 １３ １５５ １８ １１．６ ５ ３８．５
介護医療院 １ １４ ４ ２８．６ １ １００．０

結果
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調査
施設数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

以上 合計

特 養 ４ ２ ５ ５９ ２３ ４ １ ６ １００

老 健 ６ ６ ５ １５ １１ １６ ３２ ３７ ５７ １７ ５ ２０１

Ｇ Ｈ

小多機&
看 多 機 １ ５ ２ １ ８

短期入所 ３ ３ １８ １６ １ １ ３９

介 護
医 療 院 １ １ １３ １４

全 体 １５ １１ ９ ２２ ７０ ４２ ５４ ５３ ５８ ３７ ６ ３６２

年 ６日以下 ７日 ８日 ９日以上 ６日以下 ７日 ８日 ９日以上 最多日数
２０１３ １４４ ７０ ５３ １４ ５１．２ ２４．９ １８．９ ５．０ ９
２０１４ １０５ ４９ ６２ ４６ ４０．１ １８．７ ２３．７ １７．６ １３
２０１５ １３７ ３９ ９４ ７２ ４０．２ １１．４ ２７．６ ２０．８ １４
２０１６ ８８ ３３ ７９ ４１ ３６．５ １３．７ ３２．８ １７．０ １０
２０１７ ８４ ２６ ９７ ３０ ３５．４ １１．０ ４０．９ １２．７ １２
２０１８ １３６ ４５ ６８ ２０ ５０．６ １６．７ ２５．３ ７．４ ２０
２０１９ ２０８ ５３ ５８ ４３ ５７．５ １４．６ １６．０ １１．９ ２１

（人）

過去のデータとの比較（全体） （%）（人）

１６ 夜勤日数（夜勤回数）（施設単位）

１カ月の夜勤日数（回数）に法規制はありませんが、看護師には「月８日以内（２交替夜勤に換算すると
４回以内）」という指針が出されています（看護師確保指針）。職員の負担を軽減するためにも、夜勤がで
きる職員を確保して夜勤日数（回数）を制限する必要があります。しかし、人員不足や制度上のさまざまな
問題がある中で、職員１人あたりの夜勤日数（回数）を増やしたり非正規職員を夜勤に組み込んだりせざる
を得ないという状況になっています。

１ ３交替夜勤
３交替の施設では、９日を超えて夜勤をやっている職員は１割強となり、前回よりも増えています。業態

別では、全ての職員が８日以内におさまっているのは小多機のみとなっています。また、夜勤の最多日数は
短期入所で２１日、老健でも１７日となっています。

２０１９年 ２０１８年
９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

特 養 ６．０ ４．６ ９ ４．０ ８ １

老 健 １０．９ ６．４ １７ １２．４ ７．１ ２０ ２

Ｇ Ｈ

小多機&
看 多 機 １．５ ３ １ ７．０ ８

短期入所 ５．１ ６．５ ２１ １ ２．１ ５．５ ２０ １

介 護
医 療 院 ９２．９ ８．６ ９

全 体 １１．９ ５．９ ２１ ２ ７．４ ６．１ ２０ ４

２４ 医療労働



調査
施設数

０．５
回迄

１
回

１．５
回

２
回

２．５
回

３
回

３．５
回

４
回

４．５
回

５
回

５．５
回

６
回

６．５
回

７
回

７．５
回

８
回

８．５
回

９
回

９．５
回

１０回
以上 合計

特 養 １９ ２ １８ ３ ６２ １３ １４４ ８ １２１ ８ ３４ １ ９ ３ ２ ４２８

老 健 ３８ １３ １ ４７ ３ １１７ ２７ ３４９ ２９ ２０３ １５ ７３ ７ １２ ２ ５９ １ ５ ３ ９６６

Ｇ Ｈ ２３ １１ １８ ３ １７ ４ ５１ ８ ５８ １１ ２７ １ ５ ６ ２ ５ ８ ２３５

小 多 機&
看 多 機 ２５ １０ ３０ ２ ３６ ６８ ４ ２７ ５ １ １８３

短期入所 ９ １ ６ ８ ４ ２８ ３ ３３ ２０ ４ １０７

介 護
医 療 院

全 体 １１４ ３７ １ １１９ １１ ２４０ ４８ ６４０ ５２ ４４２ ３４ １５９ ９ ３１ ２ ６５ ３ １３ １３ １９１９

年 ３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 ３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 最多回数
２０１３ ５３９ ７９ ８５９ ６２８ ２５．６ ３．８ ４０．８ ２９．８ １３
２０１４ ３８０ ３６ ５６０ ４８６ ２６．０ ２．５ ３８．３ ３３．２ １２
２０１５ ５２４ ７３ ７４２ ８１６ ２４．３ ３．４ ３４．４ ３７．９ １２
２０１６ ４７７ ５４ ７０７ ９３０ ２２．０ ２．５ ３２．６ ４２．９ １１
２０１７ ４３０ ５３ ６５２ ８５７ ２１．６ ２．７ ３２．７ ４３．０ １４
２０１８ ４４９ ５６ ７１８ ６９９ ２３．４ ２．９ ３７．４ ３６．４ １４
２０１９ ４０８ ４８ ６４０ ８２３ ２１．３ ２．５ ３３．４ ４２．９ １５

２０１９年 ２０１８年
４．５回
以上割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

４．５回
以上割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

特 養 ４３．５ ４．３ １５．０ ６ ４６．９ ４．５ １４．０ ６

老 健 ４２．３ ４．５ １０．０ ６ ２７．５ ４．１ １０．５ １７

Ｇ Ｈ ５５．７ ４．７ １２．０ ３１ ５２．７ ４．７ １１．０ ２６

小多機&
看 多 機 ２０．２ ３．５ ７．０ ３ ２９．０ ３．７ ９．０ ９

短期入所 ５６．１ ４．６ ７．０ １ ６２．７ ４．６ ９．０

介 護
医 療 院

全 体 ４２．９ ４．４ １５．０ ４７ ３６．４ ４．３ １４．０ ５８

（人）

過去のデータとの比較（全体） （%）（人）

２ ２交替夜勤
夜勤が４回を超える職員は１，９１９人中８２３人にのぼり、全体に占める割合は４２．９％となっています。過去の

調査結果をみても、ＧＨや短期入所の夜勤回数が多くなる傾向があり、今回の調査では夜勤者の５割超とな
っています。また、ＧＨでは夜勤専門の職員の数が多くなる傾向にありますが、今回の調査では夜勤者の１
割強が夜勤専門の職員となっています。

１人あたりの平均夜勤回数も改善傾向は見られません。小多機＆看多機で４回以内におさまっているもの
の、その他の業態では平均夜勤回数でも４回を超え、ＧＨでは最多の４．７回となっています。

結果
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有 59.2%有 59.2%無 40.8%無 40.8%

年
夜勤協定の有無 割合（％）
有 無 有 無

２０１３ ６７ ３３ ６７．０ ３３．０
２０１４ ５９ ４０ ５９．６ ４０．４
２０１５ ６３ ５４ ５３．８ ４６．２
２０１６ ６６ ５８ ５３．２ ４６．８
２０１７ ７３ ６８ ５１．８ ４８．２
２０１８ ７１ ４６ ６０．７ ３９．３
２０１９ ７４ ５１ ５９．２ ４０．８

有効
回答
施設数

夜勤協定の有無
割合（％）

２０１９年 ２０１８年
有 無 有 無 有 無

特 養 ２１ ３ １８ １４．３ ８５．７ ３５．３ ６４．７
老 健 ４２ ３４ ８ ８１．０ １９．０ ７５．０ ２５．０
Ｇ Ｈ ２３ １３ １０ ５６．５ ４３．５ ５０．０ ５０．０
小 多 機 １２ ４ ８ ３３．３ ６６．７ ４２．９ ５７．１
看 多 機 １４ １３ １ ９２．９ ７．１ １００．０
短 期 入 所 １２ ６ ６ ５０．０ ５０．０ ５８．３ ４１．７
介護医療院 １ １ １００．０
全 体 １２５ ７４ ５１ ５９．２ ４０．８ ６０．７ ３９．３

夜勤協定の有無

過去のデータとの比較（全体）

３交替職場の夜勤協定の回数

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
以上 無回答 合計 平均

（日）
最高
（日）

９日
以上

特 養 １ １ ４．０ ４
老 健 ４ ２ ６ ８．３ ９ ２
Ｇ Ｈ
小 多 機
看 多 機
短 期 入 所 ３ ３ ８．０ ８
介護医療院 １ １ １０．０ １０ １
全 体 １ ７ ２ １ １１ ８．０ １０ ３

１７ 夜勤協定の有無、協定日数（施設単位）

前述したとおり、介護職には夜勤日数（回数）の上限を定めた法律も指針もありません。従って、労働組
合が主体的に施設と協議を行い、独自に上限を協定（夜勤協定）することで夜勤者に過度な負担を負わせな
いようにすることが重要になります。しかし、介護施設では、夜勤協定の締結も不十分な状況となってお
り、この間の調査では締結率は５～６割程度となっています。また、協定回数についても同様で、２交替夜
勤でありながら協定回数が４回以下となっている施設は半分以下という状況が続いています。なお、日本医
労連の夜勤実態調査（医療施設）によれば、医療施設の夜勤協定の締結率は７割を超えており、それより１
割も少ない状況です。

１ 夜勤協定の有無
回答があった１２５施設のうち７４施設（５９．２％、前回６０．７％）で夜勤協定が「有」としています。業態別で

は、看多機や老健で「有」の割合が高くなっていますが、反対に特養では「無」の割合が８割を超えていま
す。１人当たりの夜勤が多かったＧＨや短期入所では、「有」の割合が半数程度となっています。

２ ３交替夜勤を実施している施設の夜勤協定日数
３交替夜勤の施設で夜勤協定の有無について回答があった１５施設のうち、夜勤協定が「有」と回答し、か

つ日数の回答もあった施設は特養１施設、老健６施設、短期入所３施設、介護医療院１施設となっていま
す。そのうち、月８日を超える協定日数となっているのは老健２施設、介護医療院１施設となっています。

２６ 医療労働



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

介護医療院

単独型短期入所

G H

老 健

特 養 73.773.7

77.177.1

19.019.0

58.358.3

26.326.3

22.922.9

81.081.0

41.741.7

100.0100.0

加算取得「有」 「無」

業 態
有効
回答
施設数

夜勤体制に関する
加算の取得

割合（％）
２０１9年 ２０１８年

有 無 有 無 有 無
特 養 １９ １４ ５ ７３．７ ２６．３ ８６．７ １３．３

老 健 ３５ ２７ ８ ７７．１ ２２．９ ８７．２ １２．８

Ｇ Ｈ ２１ ４ １７ １９．０ ８１．０ ３８．９ ６１．１

小 多 機 夜勤加算自体が制度に無い

看 多 機 夜勤加算自体が制度に無い

短 期 入 所 １２ ７ ５ ５８．３ ４１．７ ７２．７ ２７．３

介護医療院 １ １ １００．０

全 体 ８８ ５２ ３６ ５９．１ ４０．９ ７４．７ ２５．３

※合計は小多機・看多機を除外して算出

３ ２交替夜勤を実施している施設の夜勤協定回数
２交替夜勤の施設では、夜勤協定の有無について回答があった１１６施設のうち、夜勤協定が「有」と回答

し、かつ回数の回答もあった施設は５９施設となっています。そのうち、月４回以内の協定回数となっている
施設は２１施設で回答のあった施設の３５．６％にとどまっています。介護施設では、夜勤協定の締結に加え、回
数についても国が示している基準を守らせていく運動が強く求められています。

１８ 夜勤体制に関する加算の取得（施設単位）

夜勤加算の取得については、加算を取得していると回答した事業所は６割程度となっています。前回の調
査と比べ、全体的に取得率が下がっており、ＧＨでは取得している施設の割合が半減しています。

業態別では、特養や老健の７割強の施設が加算を取得していると回答しており、次いで短期入所が６割程
度となっています。一方、ＧＨの加算取得は４施設（１９．０％）と他の業態に比べて加算の取得している施設
が少なくなっています。ＧＨの夜勤加算の取得率は、厚生労働省の調査でも４％程度と低くなっています。

そもそも、「厚生労働大臣が定める」とされている現行の夜勤配置の要件（３６ページ参照）はどの業態も
あまりにも配置数が少ないと言わざるを得ません。夜間勤務に対応する加算を取得して人を加配したからと
いって、決して十分な体制になっているとは言えません。また、加算の報酬水準が低いため、加算を取得す
ることでかえってコストがかさむことも危惧されます。夜勤の職員配置についても、加算ではなく配置要件
を根本的に改善する必要があります。

※は回数が「２月当たり」で協定されているものを便宜上、１月当たりに置き換えたもの
２交替職場の夜勤協定の回数

１回 ２回 ３回 ４回
※４回超
～

５回未満
５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回

以上 無回答 合計 平均
（回）

最高
（回）

４．５回
以上

特 養 ２ ２ ５．０ ５．０ ２
老 健 １４ １ ４ ２ ３ １ ３ ２８ ５．０ ９．０ １１
Ｇ Ｈ ２ ６ ２ ３ １３ ４．８ ６．０ １１
小 多 機 ２ １ １ ４ ５．０ ６．０ ４
看 多 機 ５ ２ ４ １ １ １３ ４．８ ８．０ ７
短 期 入 所 ３ ３ ５．０ ５．０ ３
介護医療院
全 体 ２１ １１ １６ ６ ４ １ ４ ６３ ４．９ ９．０ ３８

結果

医療労働 ２７



有 78.0%有 78.0%

無 22.0%無 22.0%

業 態
有効
回答
施設数

１２時間以上の
勤務間隔の有無

割合（％）

２０１９年 ２０１８年

有 無 有 無 有 無

特 養 ２０ １４ ６ ７０．０ ３０．０ ７２．２ ２７．８

老 健 ４２ ３１ １１ ７３．８ ２６．２ ７６．２ ２３．８

Ｇ Ｈ ２３ ２０ ３ ８７．０ １３．０ ８６．４ １３．６

小多機＆看多機 ２８ ２５ ３ ８９．３ １０．７ ９５．７ ４．３

短 期 入 所 １３ ９ ４ ６９．２ ３０．８ ５４．５ ４５．５

介護医療院 １ １ １００．０

全 体 １２７ ９９ ２８ ７８．０ ２２．０ ７９．３ ２０．７

年
１２時間以上の
勤務間隔の有無 割合（%）

有 無 有 無
２０１３ ８８ １３ ８７．１ １２．９
２０１４ ９０ １４ ８６．５ １３．５
２０１５ １１２ １６ ８７．５ １２．５
２０１６ ９４ ２８ ７７．０ ２３．０
２０１７ １０５ ２７ ７９．５ ２０．５
２０１８ ９２ ２４ ７９．３ ２０．７
２０１９ ９９ ２８ ７８．０ ２２．０

勤務間隔が１２時間以上あるか

過去のデータとの比較（全体）

１９ １２時間以上の勤務間隔の有無（施設単位）

全体の傾向は、２割の施設で１２時間以上の勤務間隔が「確保されていない」と回答しており、前回とほぼ
同様となっています。

業態別では、小多機＆看多機と GH の約９割の施設で「確保されている」と回答しています。一方で、生
活施設である特養や短期入所では、「確保されていない」との回答が３割に及んでいます。

「働き方改革」によって、努力義務ではありながらも勤務間インターバルの確保が２０１９年４月から義務付
けされており、すべての介護施設で十分な勤務間隔が確保されるよう早急に対策を進めることが必要です。

２８ 医療労働



２交替夜勤

３交替準夜

３交替深夜

２０ 夜勤手当

夜勤手当は、夜間に労働するという負担に対する手当であるにもかかわらず、職種や雇用形態によって手
当の金額が異なっているのが実態です。一概に夜勤手当といっても「一律額」「一律額＋割増額」「割増額
（基本時給×割増率）」など施設によって支給方法はさまざまです。また、非正規職員の夜勤手当では、１
勤務あたりの賃金（日給）として支給されている施設も見受けられました。

この調査項目では、異なる支給方法で支給される夜勤手当を額面に換算して比較しています。割増額は時
給額によって算出される額が変動するため、金額の比較ができるよう基本時給額を統一して計算していま
す。基本時給額は介護労働実態調査（介護労働安定センター）の「所定内賃金」及び「１カ月の労働時間
数」を参考としました。
１ 介護職員
＜正規職員＞

正規職員の２交替夜勤の手当額は平均６，１２５円（前回５，７４７円）となっています。３交替夜勤の手当額は回
答数が少なく、調査対象の違いの影響を受けるため参考値になりますが、準夜で３，３１７円（前回３，２９０円）、深
夜で４，２４２円（同４，１９０円）となっています。

業態によって金額にば
らつきが出るのも毎回の
傾向です。２交替夜勤の
最高額で比較した場合、
一番高い老健（１５，１５７円）
と 一 番 低 い 短 期 入 所
（７，９５７円）で は、そ の
差は７，０００円以上に及び
ます。また、同一の業態
で差が大きいのは老健
で、最高額と最低額の差
は約１０，０００円にもなりま
す。最も低額だったのは
ＧＨ、短期入所の１，５００
円でした。

３交替夜勤の最高額で
の比較による業態間格差
は、準夜で２，６００円、深夜
で約３，１００円となってい
ます。また、同一の業態で
の格差は準夜約４，８００円、
深夜約３，８００円（いずれも
老健）となっています。
＜非正規職員＞

非正規職員の２交替の
手当額は、支給方法が多
様なため回答を比較する
ことはできず、参考値に
なります。夜間労働とい

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １９ ５，７５４ ８，０００ ４，０００ ７ ９，２５７ ２１，０００ ３，８００
老 健 ３５ ７，１５２ １５，１５７ ４，５６７ １６ ８，６０６ ２０，０００ ５，０００
Ｇ Ｈ ２３ ５，１８６ ９，０００ １，５００ １８ ６，８７０ １８，０００ １，５００
小 多 機 １１ ５，７８０ ８，３７８ ４，０００ ６ ９，３３０ １７，５００ ５，０００
看 多 機 １２ ５，９２３ ９，１７７ ５，０００ ６ ６，４８０ １０，０００ ５，０００
短 期 入 所 ９ ６，００４ ７，９５７ １，５００ ５ ５，７３２ ９，０００ １，５００
介 護 医 療 院

全 体 １０９ ６，１２５ １５，１５７ １，５００ ５８ ７，７５３ ２１，０００ １，５００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ３ ４，２００ ４，６００ ３，５００ １ ４，５００ ４，５００ ４，５００
老 健 ５ ４，７２０ ７，１００ ３，３９８ ３ ４，４２４ ７，１００ ２，４７３
Ｇ Ｈ
小 多 機 １ ４，０００ ４，０００ ４，０００
看 多 機
短 期 入 所 ４ ３，７３７ ５，２４８ ３，０００ ２ ３，７３１ ４，４６２ ３，０００
介 護 医 療 院

全 体 １３ ４，２４２ ７，１００ ３，０００ ６ ４，２０６ ７，１００ ２，４７３

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ２ ２，７５０ ３，５００ ２，０００
老 健 ５ ３，７１２ ６，１００ １，３５９ ３ ３，１９６ ６，１００ ９８９
Ｇ Ｈ
小 多 機
看 多 機
短 期 入 所 ４ ３，１０７ ３，９２９ ２，５００ ２ ３，２１０ ３，４２０ ３，０００
介 護 医 療 院

全 体 １１ ３，３１７ ６，１００ １，３５９ ５ ３，２０２ ６，１００ ９８９

結果

医療労働 ２９



業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ３ ８，６７９ ９，７６８ ６，５００

老 健 ２８ ８，７２８ １６，５３６ ４，５７４ １２ １０，６１８ ３９，５００ ５，１００

Ｇ Ｈ ３ ６，７５６ ９，７６８ １，５００ １ ９，０００ ９，０００ ９，０００

小 多 機

看 多 機 １ １０，５５５ １０，５５５ １０，５５５

短 期 入 所 ３ ６，８６８ ９，７６８ １，５００

介 護 医 療 院

全 体 ３８ ８，４７０ １６，５３６ １，５００ １３ １０，４９４ ３９，５００ ５，１００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １ ４，０００ ４，０００ ４，０００

老 健 ４ ４，５５０ ６，１００ ２，５００ ３ ４，４６７ ６，１００ ２，５００

Ｇ Ｈ

小 多 機

看 多 機

短 期 入 所 １ ４，４７０ ４，４７０ ４，４７０

介 護 医 療 院

全 体 ６ ４，４４５ ６，１００ ２，５００ ３ ４，４６７ ６，１００ ２，５００

２交替夜勤

準夜

深夜

２ 看護職員
２交替夜勤の手当てについては、小多機、介護医療院を除く施設から回答がありました。正規職員の２交

替夜勤の手当額は平均８，４７０円（前回８，２４５円）となっています。最高額を比較した場合の業態間の格差は約
６，８００円となっています。同一の業態で差が最も大きいのは老健で、その差は１．２万円にも及んでいます。

３交替夜勤の手当額は、特養、老健、短期入所からの回答となっています。参考値となりますが、準夜で
平均４，４４５円（前回３，８５０円）、深夜で５，２１４円（同４，９８８円）となっています。

う同じ負荷に対する手当でありながら、非正規職員の手当が正規職員よりも低い施設がある一方で、正規職
員と同等の手当てが支給されている施設もありました。手当の最高額が同じ業態の正規職員の額を上回って
いるのは、基本給（時間給）などとあわせて夜勤１回の賃金として支払われる額であると考えられます。

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １ ４，０００ ４，０００ ４，０００

老 健 ４ ５，３００ ７，１００ ３，７００ ３ ５，３３３ ７，１００ ３，７００

Ｇ Ｈ

小 多 機

看 多 機

短 期 入 所 １ ６，０８５ ６，０８５ ６，０８５

介 護 医 療 院

全 体 ６ ５，２１４ ７，１００ ３，７００ ３ ５，３３３ ７，１００ ３，７００

３０ 医療労働



有 30.9%有 30.9%

無 69.1%無 69.1%

業 態
有効
回答
施設数

夜間救急対応
の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 ２０ ９ １１ ４５．０ ５５．０

老 健 ４２ ２０ ２２ ４７．６ ５２．４

Ｇ Ｈ ２２ ５ １７ ２２．７ ７７．３

小多機＆看多機 ２８ ２８ １００．０

短 期 入 所 １０ ３ ７ ３０．０ ７０．０

介 護 医 療 院 １ １ １００．０

全 体 １２３ ３８ ８５ ３０．９ ６９．１

年
夜間救急対応の

有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３ ― ― ― ―
２０１４ ４８ ７９ ３７．８ ６２．２
２０１５ ５３ ５９ ４７．３ ５２．７
２０１６ ３６ ８２ ３０．５ ６９．５
２０１７ ４８ ８６ ３５．８ ６４．２
２０１８ ３４ ７６ ３０．９ ６９．１
２０１９ ３８ ８５ ３０．９ ６９．１

夜間救急対応はあったか

※救急対応：救急車の要請（１１９番）や施設外の医療機関への受診を要した
ケース

過去のデータとの比較

２１ 夜間救急対応の有無

医療機関での夜勤とは異なり、介護施設では夜間の救急対応を施設内で行うことができないため、病院へ
の搬送が必要となる場合があります。その場合、介護職員が救急車に同乗するケースも多く、残された夜勤
者の勤務状況にも多大な影響を与えます。

夜間帯の救急対応（救急車の要請や施設外（医療機関）への受診を要するケース）の有無については、例
年３割程度の施設が「有」と回答していますが、今回も回答のあった職場の１２３施設の３割にあたる３８施設
が「有」と回答しています。

業態別でみると、平均要介護度の高い特養や、病院と在宅の中間施設にあたる老健でおよそ４割～５割弱
と「有」の割合が高くなっています。

結果

医療労働 ３１



有 40.9%有 40.9%

無 59.1%無 59.1%

業 態
有効
回答
施設数

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 ２２ １１ １１ ５０．０ ５０．０

老 健 ４２ １７ ２５ ４０．５ ５９．５

Ｇ Ｈ ２３ １３ １０ ５６．５ ４３．５

小多機＆看多機 ２８ ６ ２２ ２１．４ ７８．６

短 期 入 所 １１ ４ ７ ３６．４ ６３．６

介 護 医 療 院 １ １ １００．０

全 体 １２７ ５２ ７５ ４０．９ ５９．１

年
夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３ ９３ １９ ８３．０ １７．０
２０１４ ３３ １０２ ２４．４ ７５．６
２０１５ ３１ ９３ ２５．０ ７５．０
２０１６ ４５ ８０ ３６．０ ６４．０
２０１７ ４９ ８９ ３５．５ ６４．５
２０１８ ４５ ７４ ３７．８ ６２．２
２０１９ ５２ ７５ ４０．９ ５９．１

夜勤明け翌日が勤務だったか

過去のデータとの比較

２２ 夜勤明け翌日が勤務だった有無

夜勤労働が及ぼす体調への影響を踏まえると夜勤の翌日は勤務免除日、最低でも休日とすべきです。
しかし、夜勤明け翌日の勤務については、４割の施設で「勤務だったことがある」と回答しており、経年

で見ると増加傾向にあります。
業態別では、特養やＧＨの５割を超える施設で「夜勤明け翌日の勤務」が「有」と回答しています。ま

た、老健や短期入所でも４割程度が「有」と回答しています。
「夜勤明けの翌日の勤務」は、職場の人員体制や雇用形態（夜勤ができるかどうか）の影響も多分に受け

るため、配置基準の引き上げや処遇改善などの人材確保策が負担軽減にもつながります。

３２ 医療労働



業 態
有効
回答
施設数

仮眠室の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 ２１ １６ ５ ７６．２ ２３．８

老 健 ４２ ３１ １１ ７３．８ ２６．２

Ｇ Ｈ ２３ １４ ９ ６０．９ ３９．１

小 多 機 １３ ７ ６ ５３．８ ４６．２

看 多 機 １５ ２ １３ １３．３ ８６．７

短 期 入 所 １３ １０ ３ ７６．９ ２３．１

介 護 医 療 院 １ １ １００．０

全 体 １２８ ８１ ４７ ６３．３ ３６．７

２３ 休憩時間と仮眠時間

この調査は、あくまで就業規則で定められている休憩・仮眠時間についての聞き取りとなっており、実際
に取得できているかどうかという実態ではありません。

３交替夜勤の施設では、休憩時間と仮眠時間の合計時間は平均１時間０２分（前回１時間１１分）となってい
ます。最長は特養の１時間３０分、最短は老健、介護医療院の４５分でした。

２交替夜勤の施設では平均で２時間１４分となっており、前回（２時間１０分）とほぼ変わりはありませんで
した。最長は老健、ＧＨ、短期入所の４つの施設で５時間００分となっています。ＧＨと短期入所は同じ法人の
施設でしたが老健は全く別の法人でした。最も短かったのは１時間００分で、１５施設が回答しています。

すべての業態で、長時間夜勤（２交替夜勤）をやりながら、休憩・仮眠が１時間しか設定されていない施
設があるという実態が明らかになっています。長時間の夜勤をなくすことが大前提ではありますが、休憩・
仮眠時間が１時間しか設けられていない状況は労働者の健康と利用者の安全にとってこの上なく有害です。
一刻も早い改善が必要です。

２４ 仮眠室の有無

夜勤を行う施設では「仮眠場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」（労働安全衛生規
則第６１６条）と定められています。介護施設も当然に仮眠室があると考えがちですが、必ずしもそのように
なっていないという実態が明らかになっています。

全体で、有効回答があった１２８施設のうち４割近くの施設で「仮眠室がない」との回答でした。特に、施
設規模が小さく、民家などを改修して開設しているケースが多いＧＨや小多機、看多機で仮眠室がない傾向
が強く、看多機では８割が「無」と回答しています。職員の労働安全衛生上からも、せめて職員がくつろげ
る「仮眠・休憩室」を設置する必要があります。

業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ２０ １時間４６分 ３時間００分 １時間００分

老 健 ３４ ２時間３４分 ５時間００分 １時間００分

Ｇ Ｈ ２２ ２時間０２分 ５時間００分 １時間００分

小 多 機 １１ １時間５４分 ３時間００分 １時間００分

看 多 機 １４ ２時間４０分 ４時間００分 １時間００分

短 期 入 所 １０ ２時間１２分 ５時間００分 １時間００分

介護 医 療 院

全 体 １１１ ２時間１４分 ５時間００分 １時間００分

業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ４ １時間０７分 １時間３０分 １時間００分

老 健 ６ １時間０５分 １時間４５分 ０時間４５分

Ｇ Ｈ

小 多 機 １ １時間００分 １時間００分 １時間００分

看 多 機

短 期 入 所 ４ １時間００分 １時間００分 １時間００分

介護 医 療 院 １ ０時間４５分 ０時間４５分 ０時間４５分

全 体 １６ １時間０２分 １時間４５分 ０時間４５分

３交替夜勤 ２交替夜勤

結果
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業 態 １１人以上
～２０人以下

２１人以上
～４０人以下

４１人以上
～６０人以下

６１人以上
～８０人以下 無回答 合計

サービス付き高齢者向け住宅 １ １

有料老人ホーム ２ ６ ２ １０

軽費老人ホーム １ １

高齢者向け優良賃貸住宅 ０

そ の 他 住 宅 ０

全 体 ３ ７ ２ ０ ０ １２

業 態
有効
回答
施設数

構成割合（％） 雇用割合（％）
介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

サービス付き高齢者向け住宅 １ ７２．２ ０．７ ２０．６ ９０．０ １０．０

有料老人ホーム １０ ８１．０ １０．５ ８．６ ６９．４ ３０．６

軽費老人ホーム １ ９０．４ ９．６ ８１．８ １８．１

高齢者向け優良賃貸住宅

そ の 他 住 宅

全 体 １２ ８１．０ １０．２ ８．７ ７６．０ ２４．０

業 態
有効回答
施設数

３交替
２交替
（１６ｈ未満）

２交替
（１６ｈ以上）

当直

サービス付き高齢者向け住宅 １ １

有 料 老 人 ホ ー ム １０ １ ２ ６ １

軽 費 老 人 ホ ー ム １ １

高齢者向け優良賃貸住宅

そ の 他 住 宅

全 体 １２ １ ３ ７ １

定 員 １人体制 ２人体制 ３人体制 当直 無回答

１１以上２０以下 ２ １

２１以上３０以下 ２ ４

３１以上４０以下 ２

４１以上６０以下 １

６１以上８０以下

業 態
有効
回答
施設数

夜勤協定
の有無

協定日数
（協定回数）

有 無 ４ ５ ６ ８

サービス付き高齢者向け住宅 １ １

有料老人ホーム １０ ４ ６ １ ２ １

軽費老人ホーム １ １ １

高齢者向け優良賃貸住宅

そ の 他 住 宅

全 体 １２ ５ ７ １ ３ ０ １

２５ その他施設の集計

１ その他施設の回収数（利用者数別）
今回の調査では「その他施設」の回答数は、１２施

設（昨年９施設）で、内訳は有料老人ホーム１０施
設、サービス付き高齢者向け住宅と軽費老人ホーム
がそれぞれ１施設でした。

表は「その他の施設」の業態別の内訳を定員規模
別に集約しました。利用者数が２１人以上～４０人以下
の中規模の施設が７施設と多くなっています。

２ 各施設の職員の構成割合と非正規割合
サービス付き高齢者向け住宅とケアハウスは、職

員数自体が１０人以下と少なくなっており、非正規職
員の比率も低くなっています。有料老人ホームで
は、職員の３割が非正規職員となっています。

「住まい」に近いサービス付き高齢者向け住宅で
は、その他職員が２割程度となっています。有料老
人ホームでは、介護職が８割を占めています。

３ 各施設の夜勤形態
３交替夜勤は有料老人ホームの１施設のみでし

た。７施設は１６時間以上の２交替夜勤を実施してお
り、有料老人ホームの１施設が当直となっています。

４ 各施設の平均シフト数及び平均夜勤回数
全体のシフト数の平均は５．３通りとなっていま

す。有料老人ホームでは平均５．６通りと多くなって
います。

３交替夜勤の夜勤日数は、７．５日で指針の範囲内
でした。２交替夜勤では、約４割の職員が指針の４
回を超える回数となっていました。有料老人ホーム
の１施設で、夜勤回数の最多が８回となっています。

５ 平均利用者数別の夜勤体制
サービス付き高齢者向け住宅とケアハウスを含む

４施設で１人夜勤と回答しています。また、１施設
は３交替夜勤の職場となっています。

平均利用者数別で夜勤体制をみると、利用者数３０
人以上の施設では複数体制となっていますが、２１～
３０人以下の半数の施設と２０人以下の施設で、１人体
制となっています。

６ 各施設の夜勤協定
夜勤協定が「有」と答えた施設は１２施設中５施設

にとどまっています。「有」と回答した施設のう
ち、１施設が４回、３施設が５回、１施設が８回と
回答しています。８回と回答した施設は３交替夜勤
となっています。

業 態
有効
回答
施設数

平均
シフト
数

有効
回答
施設数

３交替夜勤 ２交替夜勤

平均
日数

最多
日数

平均
回数

最多
回数

サービス付き高齢者向け住宅 １ ４通り １ ４．４ ５

有料老人ホーム １０ ５．６通り ９ ７．５ ８ ４．７ ８

軽費老人ホーム １ ４通り １ ３．１ ４

高齢者向け優良賃貸住宅

そ の 他 住 宅

全 体 １２ ５．３通り １１ ７．５ ８ ４．５ ８

３４ 医療労働



業態の名称 全国の施設数 施設の機能、特徴

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設） ７，８９１

寝たきりや認知症など常に介護が必要な方で、在宅での生
活が困難な方のための施設。入所者は、施設内で３大介護
（食事介助、入職介助、排泄介助）のほか、機能訓練や日常
的な生活介護を受けることができる。一つの居室に複数の利
用者（原則４人以下）が入所するタイプのほか、一つの居室
に１人の利用者が入所するユニット型のタイプがある。定員
が８０人を超える施設が全体の４割弱、５０人を超える施設では
９割弱と中～大規模の施設が中心となっている。定員２９人以
下の地域密着型介護老人福祉施設もある。

２０１５年４月以降、入所できる利用者が原則として要介護度
３以上の方に限定された。

介護老人保健施設 ４，３２２

入所者に対して、リハビリテーションなどの医療的サービ
スを提供し、在宅への復帰をめざす施設。利用者の状態に合
わせ、３大介護のほか、医学管理の下で、看護、リハビリテ
ーションなどを受けることができる。比較的、大規模な施設
が多く、定員が１００人を超える施設が全体の半数、８０人以上
の施設では全体の７割に及ぶ。看護師の配置は特別養護老人
ホームよりも多く、（当直・夜勤を問わず）夜間帯に看護師
を配置している施設が多い。

介護医療院

２４８
Ⅰ型１６６
Ⅱ型８０
混合２

長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必
要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施
設。２０１９年９月３０日現在で２４８施設が開設して総ベッド数は
１６，０６１床になった。

認知症対応型共同生活
介護施設

（グループホーム）
１３，３４６

認知症の高齢者が共同生活をする住居型の介護施設で、３
大介護や日常的な生活介護を受けることができる。共同生活
住居（ユニット）あたりの入所人数は最大９人となっており、
１ユニット、または２ユニットの事業所が全体の９割を占め
ている。居室は原則として個室でなければならない。民家を
改修している施設もあり、利用者が複数階に分かれて居住し
ている施設や休憩・仮眠室を確保していない施設もある。

小規模多機能型
居宅介護事業所 ５，３４２

事業所に登録することにより、通所サービス、短期の宿泊
サービス、訪問サービスなどを受けることができる。看護職
員１人以上が必置となっている（兼務可）。登録定員は２９人
以下に限定され、１日の泊まりの定員も最大で９人まで（登
録人数などによって変動）となっている。

看護小規模多機能型
居宅介護事業所 ３９０ 小規模多機能型居宅介護サービスと訪問介護サービスを一

体的に提供している事業所。

短期入所生活介護施設 １１，２０５

在宅で生活する利用者が、短期間入所して３大介護やその
他の日常的な生活介護を受けることができる。特別養護老人
ホームなどとの併設型と単独型があり、単独型は定員２０人以
上とされている。併設型の利用者と特別養護老人ホーム等の
併設されている施設の利用者を一体のものとみなして職員体
制を取ることができる。

）（

施設数は厚生労働省「平成２９年介護サービス施設・事業所調査」による
介護医療院は厚労省ホームページより

各業態の機能、特徴

結果

医療労働 ３５
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